
核燃料物質使用者（政令第４１条非該当）及び核原料物質使用者に関する

法改正事項説明会 議事次第 

 

１．日 時 

 １回目 令和元年８月２１日（水） １４：００～１５：００ 

 ２回目 令和元年８月２６日（月） １０：３０～１１：３０  

  

２．場 所 

 原子力規制庁 １３階Ａ会議室 

 

３．議 事 

（１）原子力規制検査制度の導入に伴う検査手数料について 

（２）原子力規制検査について 

（３）品質基準規則の適用（使用許可に添付すべき原子力施設の保安のための業務に

係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項のイメージ）について 

（４）その他 

    注；（３）は核燃料物質使用者（令第４１条非該当）にのみ適用 

 

４．配布資料 

（１）原子力規制検査制度の導入に伴う検査手数料について 

（２）令第４１条非該当使用者及び核原料物質使用者に対する原子力規制検査（イメ

ージ）について 

（３）品質管理基準規則の適用（使用許可に添付すべき原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項のイメージ）について 

（４）核燃料物質使用者（政令第 41 条非該当）、核原料物質使用者に関連する法改正

に伴う関係規定と必要な手続き等 

（５）関係規則（原子炉等規制法（抄）、核燃料物質の使用等に関する規則（案）、核

原料物質の使用に関する規則（案）、原子力施設の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の基準に関する規則（案）） 
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新たな検査制度の施行に伴い必要となる検査手数料について 

 

令和元年８月 

原子力規制庁 

制度改正審議室 

 

① 平成２９年法律第１５号第３条による原子炉等規制法の改正の施行に向け、

別紙のとおり法令類の整備の第一段階として政令、規則等の案について意見

募集（令和元年８月１日～８月３０日）を実施しているところであり、令和２

年４月に施行された際には、核燃料物質使用者（政令第４１条非該当）及び核

原料物質使用者においても、原子力規制検査が適用され、検査手数料の納付が

必要になります。 

 
② 核燃料物質使用者（政令４１条非該当）及び核原料物質使用者について

は、原子力規制検査等に関する規則において、以下のとおり、１０年に１回実

施するものとして、検査手数料の額を規定することとしています。 
【原子力規制検査規則（案）】 

（法第六十一条の二の二第二項の規定による検査） 

第三条 原子力規制検査は、検査対象事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応

じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。ただし、使用施設等（核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律施行令（以下「令」という。）第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。）及び核原料物質の使

用に係る施設においては、十年に一回行えば足りるものとする。 

（原子力規制検査に係る手数料の額） 

第七条 令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度（使用施設等（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係る

ものを除く。）及び核原料物質の使用に係る施設にあっては、十年）につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に

定める額とする。ただし、追加検査を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額

とする。 

十 使用施設等（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。）及び

核原料物質の使用に係る施設 

八千四百円 

 

③ また、検査の進め方等については、原子力規制検査等実施要領において、

「2.8 総合的な評定の結果の通知及び公表」の際に基本検査の検査手数料の

納付を求めることとしています。 

 

  

資料１ 
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（別紙） 

 

 

https://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20190801_01.html 
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（参考）１．法体系上の検討を踏まえた手数料設定の方向性

・手数料は、実費を勘案して政令で定めることとしていることから、許可・指定の
後、原子力規制検査を実施する検査量（設計管理、作業管理、QMS等から順次適
用）に応じて例外なく設定（原則として事業許可・指定の単位、原子炉設置許可
においては原子炉の単位）。

・この検査量の見積もりには、原子力施設の種類や規模とその状況による安全上の
影響の大きさに応じて検査量を考慮する（安全上の影響の大きさは許可基準規則
等での要求事項の体系と整合を図る。）。

・また、手数料を算出する際には、検査ガイドにおいて、原子力施設の種別等に応
じて日常検査とチーム検査の検査量を設定していることから、事務所経費等の事
務費及びチーム検査を行う本庁検査官の出張旅費を実費として対象とする。

・追加検査については、米国NRCが運用している検査量を踏まえて、基本検査とは別
に検査量を設定して手数料を設定。

・ただし、使用前事業者検査に係る原子力規制検査の費用は、対象工事の数・規模
で大きく変動することから、使用前確認の手数料（現行の使用前検査の手数料）
を別途設定する。
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（別表１） 
 

検査量一覧（供用段階の実用発電用原子炉を１とした場合の比率） 

 

   施設の種類・規模 

 

 

 

 

 

 

 

施設の状況 

製錬施設 加工施設 試験研究用等原子炉施設 発電用原子炉施設 使用済

燃料貯

蔵施設 

再処理施設 廃棄物埋設施設 廃棄物

管理施

設 

使用施設等 核原料物質

の使用に係

る施設 プルトニウ

ム若しくは

その化合物

又はこれら

の物質の一

若しくは二

以上を含む

物質のいず

れかの物質

の取扱いを

行うもの 

プルトニウ

ム及びその

化合物並び

にこれらの

物質の一又

は二以上を

含む物質の

いずれも取

扱いを行わ

ないもの 

熱出力

500kW 未満 

熱出力

500kW 以上 

のうち原子

力規制委員

会規則で定

める事故の

拡大の防止

に必要な措

置を講ずる

必要がない

もの 

熱出力

500kW 以上 

のうち原子

力規制委員

会規則で定

める事故の

拡大の防止

に必要な措

置を講ずる

必要がある

もの 

研究開発段

階発電用原

子炉 

実用発電用

原子炉 

閉鎖措置を講ずる

必要があるもの

（第１種及び第２

種中深度処分施

設） 

閉鎖措置を講ずる

必要がないもの

（第２種ピット処

分施設及びトレン

チ処分施設） 

令第 41

条各号

に掲げ

る核燃

料物質

の取扱

いを行

うもの 

令第 41 条

各号に掲

げる核燃

料物質の

取扱いを

行わない

もの 

～核燃料物質等の取扱いの開始前の

年度 

0.008 0.03 0.02 0.004 0.008 0.02 0.04 0.04 0.004 0.04 0.004 0.002 0.004 0.002 一定の期

間につき

0.002 

一定の期間 

につき 

0.002 
核燃料物質等の取扱いを行う年度～ 

廃止措置計画認可の年度 

0.2 0.7 0.5 0.1 0.2 0.5 1.0 1.0 0.1 1.0 ～廃棄物埋設に関

する確認（原子力

規制委員会規則で

定める保安のため

の措置に係るもの

に限る。）を受け

た年度 

0.1 

～廃棄物埋設に関

する確認（原子力

規制委員会規則で

定める保安のため

の措置に係るもの

に限る。）を受け

た年度 

0.05 

0.1 0.05 

廃棄物埋設に関す

る確認（原子力規

制委員会規則で定

める保安のための

措置に係るものに

限る。）を受けた

次の年度～ 

0.01 

廃棄物埋設に関す

る確認（原子力規

制委員会規則で定

める保安のための

措置に係るものに

限る。）を受けた

次の年度～ 

0.005 

廃止措置計画認可

の次の年度～ 

～全ての核燃料

物質を原子炉の

炉心から取り出

した年度 

0.02 0.07 0.05 0.05 0.2 0.5 0.7 廃止措置計

画として認

可しない 

0.01 ～原子力規制委員会

規則で定める処理を 

終了した年度 

1.0 

0.01 0.005 

～全ての核燃料

物質を工場等か

ら搬出した年度 

0.1 0.25 0.35 0.35 

原子力規制委員会規

則で定める処理を終 

了した次の年度～ 

0.1 

全ての核燃料物

質を工場等から

搬出した次の年

度～ 

0.01 0.02 0.05 0.07 0.07 
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（別表２） 
 

手数料一覧 

 

 

施設の種類・規模 

 

 

 

 

 

 

 

施設の状況 

製錬施設 加工施設 試験研究用等原子炉施設 発電用原子炉施設 使用済

燃料貯

蔵施設 

再処理施設 廃棄物埋設施設 廃棄物

管理施

設 

使用施設等 核原料物質

の使用に係

る施設 プルトニウ

ム若しくは

その化合物

又はこれら

の物質の一

若しくは二

以上を含む

物質のいず

れかの物質

の取扱いを

行うもの 

プルトニウ

ム及びその

化合物並び

にこれらの

物質の一又

は二以上を

含む物質の

いずれも取

扱いを行わ

ないもの 

熱出力

500kW 未満 

熱出力

500kW 以上

のうち原子

力規制委員

会規則で定

める事故の

拡大の防止

に必要な措

置を講ずる

必要がない

もの 

熱出力

500kW 以上 

のうち原子

力規制委員

会規則で定

める事故の

拡大の防止

に必要な措

置を講ずる

必要がある

もの 

研究開発段

階発電用原

子炉 

実用発電用

原子炉 

閉鎖措置を講ずる

必要があるもの

（第１種及び第２

種中深度処分施

設） 

閉鎖措置を講ずる

必要がないもの

（第２種ピット処

分施設及びトレン

チ処分施設） 

令第 41

条各号

に掲げ

る核燃

料物質

の取扱

いを行

うもの 

令第 41 条

各号に掲

げる核燃

料物質の

取扱いを

行わない

もの 

～核燃料物質等の取扱いの開始前の

年度 

33.3 116.7 83.3 16.7 33.5 83.7 169.5 169.5 16.7 169.5 16.7 8.3 16.7 8.4 一定の期

間につき   

   8.4 

一定の期間

につき 

8.4 
核燃料物質等の取扱いを行う年度～ 

廃止措置計画認可の年度 

1175.0 3995.8 2862.7 622.1 1178.3 2870.9 5683.5 5683.5 620.4 5683.5 ～廃棄物埋設に関

する確認（原子力

規制委員会規則で

定める保安のため

の措置に係るもの

に限る。）を受け

た年度 

     620.4 

～廃棄物埋設に関

する確認（原子力

規制委員会規則で

定める保安のため

の措置に係るもの

に限る。）を受け

た年度 

     322.2 

620.4 323.0 

廃棄物埋設に関す

る（原子力規制委

員会規則で定める

保安のための措置

に係るものに限

る。）を受けた次

の年度～ 

     107.5 

廃棄物埋設に関す

る確認（原子力規

制委員会規則で定

める保安のための

措置に係るものに

限る。）を受けた

次の年度～ 

      88.1 

廃止措置計画認可

の次の年度～ 

～全ての核燃料

物質を原子炉の

炉心から取り出

した年度 

149.2 405.6 322.2 323.0 1178.3 2870.9 3995.8 廃止措置計

画として認

可しない 

107.5 ～原子力規制委員会

規則で定める処理を 

終了した年度 

      5683.5 

107.5 88.2 

～全ての核燃料

物質を工場等か

ら搬出した年度 

622.1 1576.1 1985.9 1985.9 

原子力規制委員会規

則で定める処理を終 

了した次の年度～ 

      620.4 

全ての核燃料物

質を工場等から

搬出した次の年

度～ 

107.7 149.5 323.0 405.6 405.6 
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資料２ 

1 
 

令第４１条非該当使用者及び核原料物質使用者に対する原子力規制検査（イメージ） 

について 

令 和 元 年 ８ 月  

核燃料施設等監視部門  

Ⅰ．趣 旨 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号。以下「法」という。）第５２条第１項の許可を受けた者のうち核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和３２年政令第３２４号。以下「令」と

いう。）第４１条各号に該当する核燃料物質を使用しない者（以下「令第４１条非該当

使用者」という。）及び法第５７条の７第１項の規定に基づき核原料物質の使用の届出

をした者（以下「核原料物質使用者」という。）の事務所又は工場若しくは事業所に対

して、これまで法第６８条第１項の規定に基づく立入検査を実施し、法令の遵守状況

を確認するとともに、必要に応じ安全確保の観点から是正を求めてきたところである。 

2020 年 4 月の新たな検査制度の導入後は、法第６１条の２の２第１項の規定に基づ

く原子力規制検査として実施することとなるため、その基本的考え方、検査対象・頻

度、実施方法等について示すもの。 

 

Ⅱ．令第４１条非該当使用者及び核原料物質使用者への使用に係る原子力規制検査 

１．原子力規制検査の基本的考え方 

原子力規制検査に当たっては、使用（変更）許可申請書どおりの位置、構造及び

設備となっているか、また、技術上の基準に従って保安のために講じる必要がある

措置の状況等について、関係者への質問及び帳簿、書類その他必要な物件を検査す

ることとなる。 

 

 ２．原子力規制検査の検査対象・頻度 

検査の対象とする工場又は事業所（以下「検査対象施設」という。）は、核燃料物

質等の使用方法やこれまでの検査結果を考慮しつつ、１０年に１回の頻度で実施す

ることとし、年度毎に計画を策定する。 

 

 ３．原子力規制検査の実施方法等 

（１）検査実施に係る通知 

年度計画に基づき、当該年度始めに全ての検査対象施設に対して検査を行う旨

を連絡する。その後、概ね３～４週間前に事前に文書等により、実施日、検査項

目、手数料納付等の連絡を行う。 

 

（２）検査項目 

   別紙１「令第４１条非該当使用者に係る検査項目」 

別紙２「核原料物質使用者に係る検査項目」 
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資料２ 

2 
 

（３）検査に係る手数料納付依頼 

令第６５条第２項に基づき原子力規制委員会規則で定める手数料に係る納入告

知書の発行手続きを行い、発行された納入告知書を概ね３週間前に郵送する。ま

た、検査実施前に検査に係る手数料が納付されていることを確認する。 

 

（４）検査実施手順 

   ① 現場確認前の聴取 

現場確認の前に、現状の施設の運用状況や保安に関する事項（法令改正、許

可内容、直近の施設運転状況等）、検査対象施設の保安活動の状況等について事

前に聴取を行う。 

 

   ② 現場確認 

     現場確認においては、検査対象施設の日常の保安活動にて安全が確保されて

いるか、また法令要求、許可事項等に適切に対応できているかという主に２つ

の観点で、以下の状況について現場を確認する。 

 

・使用施設、貯蔵施設、廃棄施設や設備の整理・整頓状況 

・管理区域の出入りに係る従事者等の行動等（特に、退出時における汚染検査

や作業着、防護具の脱着、汚染検査装置、除染器具等の配置等） 

・フードやグローブボックス周りの養生状態や内部の状況（核燃料物質や廃棄

物が放置されていないか、雑に取り扱っている痕跡がないかなど） 

     

   ③ 現場確認を踏まえた書類確認 

     現場確認後に、改めて検査対象施設の許認可への適合性及び保安活動の状況

を確認する。 

    

（５）検査気付き事項が確認された場合の対応 

   検査担当職員は、検査気付き事項が確認された場合は、非該当使用者等と事実

関係について認識共有を行った上で、「検査気付き事項のスクリーニングに関する

ガイド」に基づき、当該検査気付き事項が指摘事項となるのか、軽微となるのか

の判断を行い、非該当使用者等へ伝達する。 

また、意図的な不正行為や原子力規制委員会の規制監視活動に影響を与える行

為を含む法令違反等が確認された場合は、「原子力規制検査における規制対応措置

ガイド」に基づき、事案の深刻度の評価及び処置の検討を行う。 

※関係ガイド 

検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド試運用版 

（https://www.nsr.go.jp/data/000263370.pdf） 

原子力規制検査における規制対応措置ガイド試運用版 

（https://www.nsr.go.jp/data/000268300.pdf） 
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資料２ 

3 
 

 

（６）報告書への記載 

    検査担当職員は、検査気付き事項のうち指摘事項と判断した場合は、原子力規

制検査報告書にその内容を記録する。 

 

（７）原子力規制検査の実施フロー 

    別紙３「原子力規制検査の実施フロー」 
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資料２ 

4 
 

別紙１ 

 

令第４１条非該当使用者に係る検査項目 

 

以下に示す「法」とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」をい

い、「規則」とは、「核燃料物質の使用等に関する規則」をいう。 

 

１．核燃料物質使用の基準に従って講じる保安のための必要な措置の状況 

（１）品質マネジメントシステムに関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の３］ 

（２）管理区域への立入制限等に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の４］ 

（３）線量等に関する措置に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の５］ 

（４）放射性物質による汚染の状況等の測定に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の６］ 

（５）使用施設等の施設管理に関すること 

   ［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の７］ 

（６）設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る使用施設等の保全に

関する措置に関すること 

   ［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の８］ 

（７）核燃料物質の使用に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の９］ 

（８）工場又は事業所において行われる運搬に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の１０］ 

（９）貯蔵に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の１１］ 

（10）工場又は事業所において行われる廃棄に関すること 

［法第５６条の３第１項及び規則第２条の１１の１２］ 

 

２．その他保安のために必要な事項 

（１）核燃料物質使用許可申請書等との整合 

① 予定使用期間及び年間予定使用量 

② 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 等 

（２）核燃料物質使用に関する記録の管理状況 

（３）譲渡し及び譲受けの制限に関すること 
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資料２ 

5 
 

別紙２ 

 

核原料物質使用者に係る検査項目 

 

以下に示す「法」とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」をい

い、「原料使用規則」とは、「核原料物質の使用に関する規則」をいう。 

 

１．核原料物質使用に関する技術上の基準 

[原料使用規則第２条] 

（１）使用及び使用上の注意事項について 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第２条第１号及び第２号] 

（２）管理区域、周辺監視区域への立入制限等に関すること 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第２条第３号及び第４号] 

（３）線量等に関する措置に関すること 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第２条第５号、第６号、第７号] 

（４）放射性物質による汚染の状況等の測定に関すること 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第２条第８号、第９号] 

（５）換気設備、放射線測定器及び非常用設備の維持管理に関すること 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第２条第１０号] 

（６）核原料物質の廃棄に関すること 

[法第５７条の７第４項及び原料使用規則第１１号及び１１の２号] 

（７）核原料物質の運搬に関すること 

 [法第５７条の７第４項及び原料使用規則第１２号] 

（８）核原料物質の貯蔵に関すること 

 [法第５７条の７第４項及び原料使用規則第１３号] 

 

２．その他保安のために必要な事項 

（１）核原料物質使用届等との整合 

① 予定使用期間及び年間予定使用量並びに核原料物質在庫報告 

② 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備 等 

③ 核原料物質の譲渡及び譲受の状況 

（２）核原料物質使用に関する記録の管理状況 
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資料２ 

6 
 

別紙３ 

 

原子力規制検査の実施フロー 

 

 
原子力規制検査実施通知 

原子力規制検査（実施） 

指摘事項なし 指摘事項あり 

報告書の作成 非該当使用者等が対応 

終了 指摘事項の重要度評価に応じて追加検査 

報告書の作成 

終了 

【検査気付き事項が確認された場合の対応】 

検査担当職員は、検査気付き事項が確認された場合は、非該当使用者等と事実関

係について認識共有を行った上で、「検査気付き事項のスクリーニングに関するガイ

ド」に基づき、当該検査気付き事項が指摘事項となるのか、軽微となるのかの判断

を行い、非該当使用者等へ伝達する。 

また、意図的な不正行為や原子力規制委員会の規制監視活動に影響を与える行為

を含む法令違反等が確認された場合は、「原子力規制検査における規制対応措置ガイ

ド」に基づき、事案の深刻度の評価及び処置の検討を行う。 
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機密性１

品質基準規則の適用

（使用許可に添付すべき保安のための
業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する事項のイメージ）

について

令和元年８月

1

資料３

機密性１

○２０２０年４月に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律」（以下、原子炉等規制法）が改正され、使用の許可申請書に品質管理に

必要な体制の整備に関する事項が追加されるとともに、新たに原子力規制

検査が開始されます。

また、これにあわせて「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の基準に関する規則」（以下、品質基準規則という。）が導入され、

使用者（令第４１条非該当）にも適用されることとなります。

○本日は、品質基準規則の概要をご紹介するとともに、使用者（令第４１条非

該当）の皆様にお願いする事項についてご説明します。

2

１．はじめに

- 13 -



機密性１

○目的

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を整備する

ことにより、原子力の安全を確保すること。

○内容

・ 国際規格（ISO9001やIAEA基準）に過去のトラブル事象の反省等を反映した
品質マネジメントシステム（QMS）要求事項を定めたもの。

・ 計画、実施、評価、改善のサイクル（PDCAサイクル）を回すことにより、業務
の継続的な改善の実施を求めるもの。

・ マネジメントレビューや内部監査などを含んだ多岐にわたる内容となってい

ますが、事故等が発生した場合に原子力施設から放出される放射性物質が

環境に与える影響の度合いの低い使用者（令第４１条非該当）への適用に

は、原子力の安全の確保に与える重要性に応じた適用（グレーデットアプ

ローチ）を行うこととし、新たに第５４条を追加しました。

3

２．品質基準規則とは

機密性１

4

第５４条（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る
品質管理に必要な体制） （イメージ）

「品質基準規則」

第一章～第六章（略）
第七章 使用施設等

（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理
に必要な体制）
第五十四条 使用者（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限
る。）は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に
関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 個別業務に関する計画、実施、評価及び継続的な改善を行うこと。

二 原子力の安全の確保を重視する精神を持ち、原子力の安全がそれ以外の事項
によって損なわれないようにすること。（検討中）

３．使用者（令第４１条非該当）に適用する品質基準規則
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機密性１

5

一 個別業務に関する計画、実施、評価及び継続的な改善
を行うこと。

計画に基づき業務を実施

計画と実施結果を比較して
業務の見直しが必要かどうか評価

評価に基づき改善策の見直しを検討

改善策を反映した実施計画を策定

原子力安全に影響を及ぼすおそれのある事象を自ら探しに行き
改善が必要な事象をもし見つけたら

３．使用者（令第４１条非該当）に適用する品質基準規則

機密性１

6

一 個別業務に関する計画、実施、評価及び継続的な
改善を行うこと。

具体例

～貯蔵施設の場合～

使用者である○○は、当該貯蔵施設において、核燃
料物質の貯蔵を行う際には、その保管状況を確認し、
核燃料物質が漏洩する可能性が懸念される場合には、
改善策を立て、実施し、その結果を評価して必要があ
れば更なる改善を行う。

３．使用者（令第４１条非該当）に適用する品質基準規則
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機密性１

7

二 原子力の安全の確保を重視する精神を持ち、原子力
の安全がそれ以外の事項によって損なわれないようにす
ること。

解釈

第２号に規定する「原子力の安全がそれ以外の事項によっ
て損なわれない」とは、例えば、コストや工期等によって原
子力の安全が損なわれないことをいう。

～具体例～

使用者である○○は、原子力の安全の確保を最優先にして、
原子力の安全がそれ以外の事項（コストや工期等）によって
損なわれないようにする。

３．使用者（令第４１条非該当）に適用する品質基準規則
（検討中）

機密性１

8

３．使用許可に添付すべき保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に
関する事項のイメージ
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機密性１

○原子力安全の向上のため、懸案事項がないか常に意識すると

ともに、継続的な改善を行って下さい。

○実施した計画、実施、評価及び改善については、「核燃料物質

の使用等に関する規則」において記録の作成及び３年間の保

存を求める予定です。

○品質マニュアルを含む品質マネジメントシステムに係る文書の

作成は規則では要求しない予定です。

9

４．皆様へのお願い
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核燃料物質使用者（政令第 41条非該当）、核原料使用者に関連する 

法改正に伴う関係規定と必要な手続き等 

令和元年８月  

原子力規制庁制度改正審議室  

1.手続き等 

法令等 主な内容 必要となる手続き等 非該当使用者 核原料使用者 

核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に

関する法律 

 

2020 年 4 月施行 

・52 条（使用許可）第 2

項第 10 号 

 品質管理に関する要求 

 

・附則第 4 条,5 条 

（経過措置） 

施行後 3 月以内に変更

事項を届出 

・61 条 2 の 2（原子力規制

検査） 

 規制検査の創設 

 

 

 

 

・要求事項を踏まえた

活動の実施 

 

 

・使用許可の変更届出 

 

 

・規制検査の受検 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

－ 

 

 

 

－ 

 

 

○ 

核燃料物質の使用等に

関する規則 

2020 年 4 月施行 

・1 条の２（核燃料物質の

使用の許可の申請）に

「保安活動に係る品質管

理に必要な体制の整備に

関する説明書」が必要 

・2条の11の7 （使用施設

等の施設管理）の追加 

 

 

・使用許可の変更届出 

 

 

 

 

・施設等の管理 

 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

核原料物質の使用等に

関する規則 

 

 

 

2020 年 4 月施行 

・報告様式の様式名の変

更。 

 

－ 

 

－ 

 

（内容に変更

なし） 

原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管

理に必要な体制の基準

に関する規則、同解釈 

 

2020 年 4 月施行 

・保安業務の改善活動を要 

求 

 

・要求事項を踏まえた

活動の実施 

 

 

○ 

 

－ 

 

2．その他 

 ご質問等の窓口 

① 本日の説明会の内容に関すること 

原子力規制庁 核燃料施設等監視部門 

資料４ 
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電話：03－5114－2115、メール saikuru@nsr.go.jp 

② 使用施設に関する一般事項に関すること 

原子力規制庁 研究炉等審査部門  

電話：03－5114－2118、メール shiyou@nsr.go.jp 

 

 

③ 本日の説明会 ホームページ掲載箇所（配付資料、議事録、You Tube 掲載予定） 

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/shiyou/setsumeikai.html 
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【令第４１条非該当施設】新旧廃棄物管理状況報告書について

【旧様式】 【新様式】

日本工業規格→日本産業規格

【他変更点】

＜原子力事業者から受け取る文書について＞
令和元年６月１２日の原子力規制委員会において、原子
力規制委員会が原子力事業者から受け取る文書のうち、
押印や個人情報を求めているものについて、今後はそれ
らを求めないこととする規則等の改正案が決定されました。
今後、これまで印影等を付していただいていた全ての許
認可申請、届出等について、印影等を付さないようお願い
します。【http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/nuclearfuel/shiyou/nenryou/shiyou12.html】

その他、核燃料物質の使用等に関する規則に定める様式
【http://www.nsr.go.jp/data/000034171.doc】

資料５
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

 

（第１条改正；平成 29 年 6 月 21 日施行済み） 

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置） 

第五十六条の三 使用者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要

な措置を講じなければならない。 

一 使用施設等の保全 

二 核燃料物質の使用 

三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては、使用施設

等を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。） 

２ 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合

には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。 

 

（施設の使用の停止等） 

第五十六条の四 原子力規制委員会は、使用施設等の保全、核燃料物質の使用又は核燃料物質若しくは核燃料物

質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員

会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用者に対し、当該使用施設等の使用の停止、改造、修理又

は移転、核燃料物質の使用の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 

２ 原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると

認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。 

 

（使用の廃止に伴う措置） 

第五十七条の五 使用者は、核燃料物質の全ての使用を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならな

い。 

２ 使用者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃

止措置に関する計画（次条第二項において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けな

ければならない。 

３ 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。この場合において、同条

第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の五第

二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第九項中

「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。 

 

（第３条改正；２０２０年４月 1 日施行予定） 

（使用の許可） 

第五十二条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

参考１ 
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一 ～ 九（略） 

十 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の整備に関する事項 

 

第六十一条の二の二 原子力事業者等及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委

員会が行う検査を受けなければならない。 

一 次に掲げる検査の実施状況 

イ 第十六条の三第二項、第二十八条第二項、第四十三条の三の十一第二項、第四十三条の九第二項、第四十六

条第二項又は第五十一条の八第二項に規定する使用前事業者検査 

ロ 第十六条の五第二項、第二十九条第二項、第四十三条の三の十六第二項、第四十三条の十一第二項、第四十

六条の二の二第二項又は第五十一条の十第二項に規定する定期事業者検査 

ハ 第五十五条の二第二項に規定する使用前検査 

二 次に掲げる技術上の基準の遵守状況 

イ 第十六条の四、第二十八条の二、第四十三条の三の十四、第四十三条の十、第四十六条の二又は第五十一条

の九の技術上の基準 

ロ 第五十七条の七第四項の技術上の基準 

三 次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況 

イ 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二

十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の認可を受けた保安規定（これら

の規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの） 

ロ 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第

四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の

認可を受けた核物質防護規定（これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの） 

ハ 第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二

項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二

項の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の六第三項又は第五項（これらの規定を第二十二条の八第三項、第

四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三

項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。）の規定による変更

の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの） 

ニ 第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二

項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項

の認可を受けた廃止措置計画（第十二条の七第四項又は第六項（これらの規定を第二十二条の九第五項、第四

十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、

第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。）の規定による変更の認

可又は届出があつたときは、その変更後のもの） 
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ホ 第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画（同条第三項において準用する第十二条の六第

三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの） 

ヘ 前条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法 

四 前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況 

イ （略） 

ロ 第二十一条の二第一項、第三十五条第一項、第四十三条の三の二十二第一項、第四十三条の十八第一項、第

四十八条第一項、第五十一条の十六第一項から第三項まで、第五十六条の三第一項又は第五十八条第一項に

規定する保安のために必要な措置 

ハ （略） 

２～１０（略） 

 

附則 

第四条 

この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者 

（第四項において「旧製錬事業者」という。）は、この法律の施行の日（以下「施行日」 

という。）から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三 

条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合 

において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号 

に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る 

事項について変更を命ずることができる。 

２～３（略） 

４ 原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項 

後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り 

消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。 

５ 新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分 

をする場合について準用する。 

 

第五条 

１～７（略） 

８ 前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法 

第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前条第 

一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあ 

るのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四 

号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」 

とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六 

項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。 
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別
表
第
●

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
第
●
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

２

［
同
上
］

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

「
保
安
活
動
」
と
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品

［
号
を
加
え
る
。
］

質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
●
号
。
以
下
「
品
質
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
活
動
を
い
う
。

三

「
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
品
質
管
理
規
則
第
二
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

四

［
略
］

二

［
同
上
］

五

［
略
］

三

［
同
上
］

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

五

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

六

「
設
計
評
価
事
故
」
と
は
、
操
作
上
の
過
失
、
機
械
若
し
く
は
装
置
の

故
障
又
は
地
震
、
火
災
、
爆
発
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
発
生
す
る
事
故
で

あ
つ
て
、
公
衆
に
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
に
よ
る
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
安
全
設
計
上
想
定
す
べ
き
も
の
を
い
う
。

［
号
を
削
る
。
］

七

「
安
全
機
能
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
通
常
時
又
は
設
計
評
価
事
故
時

に
お
い
て
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を

い
う
。

［
号
を
削
る
。
］

八

「
安
全
上
重
要
な
施
設
」
と
は
、
使
用
施
設
等
の
う
ち
、
安
全
機
能
の

喪
失
に
よ
り
、
公
衆
又
は
従
事
者
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
公
衆
又
は
従
事
者
に
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
が
使
用

施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
所
の
外
へ
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
抑
制
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- 2 -

し
、
又
は
防
止
す
る
も
の
を
い
う
。

［
号
を
削
る
。
］

九

「
多
様
性
」
と
は
、
同
一
の
機
能
を
有
す
る
二
以
上
の
系
統
又
は
機
器

が
、
想
定
さ
れ
る
環
境
条
件
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
構
造
、
動
作
原
理
そ

の
他
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
要
因(

二
以
上
の
系
統
又
は

機
器
に
同
時
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
要
因

を
い
う
。)

又
は
従
属
要
因(

単
一
の
原
因
に
よ
つ
て
確
実
に
系
統
又
は
機

器
に
故
障
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
要
因
を
い
う
。)

に
よ
つ
て
同
時

に
そ
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。

八

「
廃
止
措
置
対
象
施
設
」
と
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可

［
号
を
加
え
る
。
］

を
受
け
た
廃
止
措
置
計
画
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
認
可
又
は
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
）
に

係
る
廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
使
用
施
設
等
を
い
う
。

九

「
設
計
想
定
事
象
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
象
で
あ
っ
て
、
使
用
施
設

［
号
を
加
え
る
。
］

等
の
設
計
に
お
い
て
発
生
を
想
定
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ

自
然
現
象

ロ

使
用
施
設
等
を
設
置
す
る
工
場
若
し
く
は
事
業
所
内
又
は
そ
の
周
辺

に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
）

ハ

使
用
施
設
等
内
に
お
け
る
火
災
、
化
学
薬
品
の
漏
え
い
そ
の
他
の
使

用
施
設
等
の
安
全
性
を
損
な
わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象

。

十

「
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
」
と
は
、
発
生
頻
度
が
設

［
号
を
加
え
る
。
］

計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
使
用
施
設
等
か
ら
多
量
の
放
射

性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
一
条
の
二

法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
の
使
用
の
許
可
の
申
請

第
一
条
の
二

［
同
上
］

書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］
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三

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務

［
号
を
加
え
る
。
］

に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

保
安
活
動
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則

で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用

す
る
場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

使
用
施
設
等
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
地
震
、
火

二

使
用
施
設
等
の
操
作
上
の
過
失
、
機
械
又
は
装
置
の
故
障
、
地
震
、
火

災
、
爆
発
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
故(

発
生
頻

災
、
爆
発
等
が
あ
つ
た
場
合
に
発
生
す
る
と
想
定
さ
れ
る
事
故(

発
生
頻

度
が
設
計
評
価
事
故
（
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に

度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又

関
す
る
規
則(

平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。)

は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
条
第
二
項
第

第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
第
二
条
の
十
二

二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
種
類
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
ら
の
原
因
又
は

に
お
い
て
同
じ
。
）
よ
り
低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又

事
故
に
応
ず
る
災
害
防
止
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

は
放
射
線
を
放
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
第
二
条
第
二
項
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
種
類
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
ら
の
原
因
又
は

事
故
に
応
ず
る
災
害
防
止
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

五

［
略
］

四

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
二
条

令
第
四
十
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
中
第
三

第
二
条

令
第
四
十
条
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
中
第
三

号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

号
の
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
の
使
用
済

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
売
渡
し
、
貸
付

燃
料
の
処
分
の
方
法
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
売
渡
し
、
貸

け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
し
、

付
け
、
返
還
等
の
相
手
方
及
び
そ
の
方
法
又
は
そ
の
廃
棄
の
方
法
を
記
載
す
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法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
十
号
の
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係

る
も
の
と
す
る
。

る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

。

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
四
十
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の

に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
令
第
四
十
条
の
許
可
の
申
請
書
に
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
に

掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る

掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る

場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

変
更
後
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管

［
号
を
加
え
る
。
］

理
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
使
用
前
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
二

使
用
前
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

［
条
を
加
え
る
。
］

。一

構
造
、
強
度
及
び
漏
え
い
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

二

機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

三

そ
の
他
使
用
施
設
等
が
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に

も
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
十
分
な
方
法

２

使
用
前
検
査
の
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
査
の
時
期
、
対

象
、
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
検
査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

（
使
用
前
検
査
の
記
録
）

第
二
条
の
三

使
用
前
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
も
の
と
す
る
。

一

検
査
年
月
日

二

検
査
の
対
象

三

検
査
の
方
法
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四

検
査
の
結
果

五

検
査
を
行
つ
た
者
の
氏
名

六

検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内

容
七

検
査
の
実
施
に
係
る
組
織

八

検
査
の
実
施
に
係
る
工
程
管
理

九

検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の

管
理
に
関
す
る
事
項

十

検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
一

検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項

２

使
用
前
検
査
の
結
果
の
記
録
は
、
当
該
使
用
前
検
査
に
係
る
使
用
施
設
等

の
存
続
す
る
期
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
に
係
る
使
用
前
検
査
を
行
つ
た
旨
の
表
示
）

第
二
条
の
四

使
用
施
設
等
に
係
る
容
器
若
し
く
は
管
（
以
下
、
こ
の
条
に
お

［
条
を
加
え
る
。
］

い
て
、
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を

し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
を
設
置
す
る
使
用
者
は
、
当
該
容
器

等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し

た
も
の
に
係
る
使
用
前
検
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
当
該
容
器
等
で
あ
つ
て

溶
接
を
す
る
も
の
又
は
溶
接
を
し
た
容
器
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
に
使

用
前
検
査
を
行
つ
た
こ
と
を
示
す
記
号
そ
の
他
表
示
を
付
す
る
も
の
と
す
る

。（
使
用
前
検
査
の
確
認
の
申
請
）

（
施
設
検
査
の
申
請
）

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
の
確
認
（
以
下
「
使
用
前
確
認
」

第
二
条
の
二

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
の

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

工
事
（
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
つ
て
溶
接
を
す
る
も
の

し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
溶
接
を
除
く
。
次
項
及
び
第
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
検

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
範
囲

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
範
囲
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四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
施
設
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法

［
号
を
加
え
る
。
］

六

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
工
程
、
期
日
、

五

受
け
よ
う
と
す
る
検
査
の
期
日
、
場
所
及
び
種
類

場
所
及
び
種
類

七

確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ

［
号
を
加
え
る
。
］

ン
ト
シ
ス
テ
ム

八

使
用
施
設
等
に
係
る
工
事
の
場
合
で
あ
つ
て
使
用
施
設
等
を
核
燃
料
物

［
号
を
加
え
る
。
］

質
を
用
い
た
試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
と
き
、
又
は
使
用
施
設
等
の
一
部

が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た
部
分
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
の
使
用
の
期
間
及
び

方
法

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な

２

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
施
設
等
を
変
更
す
る

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
に
お
け
る
当
該
使
用
施
設
等
の
工
事
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す

一

工
事
の
工
程

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

二

前
号
の
工
程
に
お
け
る
放
射
線
管
理
（
改
造
又
は
修
理
の
工
事
に
関
す

ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
に
限
る
。
）

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

三

第
二
条
の
十
一
の
七
第
一
項
の
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
系
統
、
設

氏
名

備
又
は
機
器

二

変
更
に
係
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

前
項
第
五
号
の
内
容
が
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
変
更
に
係
る
使
用
施
設
等
の
範
囲

も
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

五

使
用
前
検
査
に
係
る
工
事
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

四

変
更
に
係
る
使
用
施
設
に
設
け
ら
れ
る
セ
ル
等
の
内
部
に
お
い
て
使
用

説
明
書

し
、
又
は
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
貯
蔵
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
の
最
大

六

前
項
第
八
号
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
理
由
を

の
量

記
載
し
た
書
類

五

受
け
よ
う
と
す
る
検
査
の
期
日
、
場
所
及
び
種
類

３

第
一
項
の
申
請
書
又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
書
類
の
内

３

前
二
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

容
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
説
明
す
る

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
設
検
査
の
実
施
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
三

法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
検
査
（
以
下
「
施
設
検
査
」
と

い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
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と
き
に
行
う
。

一

気
密
、
水
密
又
は
耐
食
を
要
す
る
材
料
又
は
部
品
に
関
す
る
事
項

化

学
分
析
試
験
、
非
破
壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験

を
行
う
と
き
そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
。

二

使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設
の
組
立
て
に
関
す
る
事
項

そ

れ
ぞ
れ
の
施
設
の
主
要
な
部
分
の
寸
法
の
測
定
が
で
き
る
と
き
又
は
非
破

壊
試
験
、
機
械
試
験
、
耐
圧
試
験
若
し
く
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
と
き
。

（
施
設
検
査
実
施
要
領
書
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
三
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
検

査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検
査
実
施
要
領

書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
前
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員
会

［
条
を
加
え
る
。
］

規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
等
を
の
設
置
の
工
事
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
等
を
用
い
た

試
験
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法

に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期

間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
と
き

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
使
用
施
設
等
を
試
験
の
た
め
に
使
用
す

る
場
合

三

使
用
施
設
等
の
一
部
が
完
成
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
完
成
し
た
部

分
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
使
用
の
期
間
及
び
方
法
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
承
認
を
受

け
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
方
法
に

よ
り
使
用
す
る
と
き

四

使
用
施
設
等
の
設
置
の
場
所
の
状
況
又
は
工
事
の
内
容
に
よ
り
、
原
子

力
規
制
委
員
会
が
支
障
が
な
い
と
認
め
て
使
用
前
検
査
を
受
け
な
い
で
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
指
示
し
た
場
合
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五

使
用
施
設
等
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
で
あ
つ
て
、
法
第
五
十
五
条
の

二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
を
伴
う
工
事
以
外
の
工
事
の
場
合

へ
の
適
合
性
に
関
連
し
な
い
も
の
の
場
合

（
使
用
前
確
認
証
）

（
合
格
証
）

第
二
条
の
七

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
申
請
の
あ
つ
た
使
用
前
検
査
に
係
る

第
二
条
の
四

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
施
設
検
査
を
行
い
、
合
格
と
認
め
た

使
用
施
設
等
が
法
五
十
五
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
も
適
合
し
て

と
き
は
、
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
。

い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
前
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
工
事
の
技
術
上
の
基
準
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
五

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
工
事
の
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
を
限

定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
機
能
を
保
持
す
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と

。イ

流
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
に
核
燃
料
物
質

等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
を
接
続
す
る
場
合
に
は
、
流
体
状
の
核

燃
料
物
質
等
が
核
燃
料
物
質
等
を
含
ま
な
い
流
体
を
導
く
管
に
逆
流
す

る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ロ

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
取
り
扱
う
設
備
で
あ
つ
て
、
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン

が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
漏
え
い
の
拡
大
を
適

切
に
防
止
し
得
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ハ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
貯
蔵
し

、
又
は
廃
棄
（
保
管
廃
棄
を
除
く
。
）
す
る
セ
ル
等
又
は
再
処
理
研
究

設
備
（
再
処
理
の
研
究
の
用
に
供
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
気
密
又
は
水

密
を
要
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
そ
の
内
部
に
設
置
す
る
セ
ル
等
は
、

給
気
口
及
び
排
気
口
を
除
き
、
密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る

こ
と
。

ニ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
セ

ル
等
は
、
当
該
物
質
が
セ
ル
等
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
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で
あ
る
こ
と
。

ホ

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
等
を
取
り
扱
う
フ
ー
ド
は
、
そ
の

開
口
部
の
風
速
を
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

二
以
上
を
含
む
物
質
（
以
下
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
」
と
い
う
。
）
を
使

用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
（
保
管
廃
棄
を
除
く
。
）
す
る
室
並
び
に

核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
室
は
、
そ
の
内
部

を
負
圧
状
態
に
維
持
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト

セ
ル
等
が
そ
の
内
部
を
負
圧
状
態
に
保
つ
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
セ
ル
等
は
、
そ
の
内
部
を
常
時
負
圧
状
態
に
維
持
し
得

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
を
使
用
し
、
貯
蔵
し
、
又
は
廃
棄
す
る
設

備
が
設
置
さ
れ
る
施
設
（
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
の
漏
え
い
が
拡
大

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
当
該
物
質
が
当
該
施
設
内

に
漏
え
い
し
た
場
合
に
も
、
こ
れ
が
施
設
外
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が

な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
並
び
に
こ
れ
ら
を
支
持
す
る
構
造

物
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
容
器
等
」
と
い
う
。
）
の
材
料
及
び
構
造
は
、
当

該
容
器
等
の
設
計
上
要
求
さ
れ
る
強
度
及
び
耐
食
性
が
確
保
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三

使
用
施
設
等
に
属
す
る
容
器
及
び
管
の
う
ち
、
使
用
施
設
等
の
安
全
性

を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
も
の
は
、
適
切
な
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験

を
行
つ
た
と
き
、
こ
れ
に
耐
え
、
か
つ
、
著
し
い
漏
え
い
が
な
い
よ
う
に

施
設
す
る
こ
と
。

四

使
用
施
設
等
の
う
ち
人
が
頻
繁
に
出
入
り
す
る
建
物
内
部
の
壁
、
床
そ

の
他
の
部
分
で
あ
つ
て
、
核
燃
料
物
質
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
か
つ
、
人
が
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
表
面
は
、
核
燃
料
物

質
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

使
用
施
設
等
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
備
え
て
い
る
こ
と
。
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イ

通
常
時
に
お
い
て
使
用
施
設
等
か
ら
の
直
接
線
及
び
ス
カ
イ
シ
ャ
イ

ン
線
に
よ
る
周
辺
監
視
区
域
周
辺
の
線
量
が
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

め
る
線
量
限
度
以
下
と
な
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
よ
る
放
射
線
障
害
を

防
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
に
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に

必
要
な
遮
蔽
能
力
を
有
す
る
遮
蔽
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
遮
蔽
設
備
に
開
口
部
又
は
配
管
そ
の
他
の
貫
通
部
が

あ
る
場
合
で
あ
つ
て
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
放
射
線
の
漏
え
い
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
火
災
及
び
爆
発
の
発

生
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
火
災
及
び
爆
発
の
影
響
を
軽
減
す

る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

火
災
又
は
爆
発
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全

性
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
消
火
設
備
及
び

警
報
設
備
（
警
報
設
備
に
あ
つ
て
は
自
動
火
災
報
知
設
備
、
漏
電
火
災

警
報
器
そ
の
他
の
火
災
の
発
生
を
自
動
的
に
検
知
し
、
警
報
を
発
す
る

設
備
に
限
る
。
）
を
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
消
火
設
備
及
び
警
報
設
備
は
、
そ
の
故
障
、
損
壊
又
は
異
常
な

作
動
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
施
設
の
安
全
機
能
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

火
災
又
は
爆
発
に
よ
り
損
傷
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
可
能
な
限
り
不
燃
性
又
は
難
燃
性
の
材
料
を
使
用
す
る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
て
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
適
切
な
防
護
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

水
素
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）

は
、
適
切
に
接
地
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

水
素
そ
の
他
の
可
燃
性
ガ
ス
を
取
り
扱
う
設
備
（
爆
発
の
危
険
性
が

な
い
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
セ
ル
等
及
び
室
は
、
当
該
設
備
か

ら
可
燃
性
ガ
ス
が
漏
え
い
し
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
が
滞
留
し
な
い

構
造
と
す
る
こ
と
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
が
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講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

使
用
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
が
み
だ
り
に
管
理

区
域
内
及
び
周
辺
監
視
区
域
内
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

管
理
区
域
の
境
界
に
は
、
壁
、
柵
そ
の
他
の
区
画
物
及
び
標
識
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

周
辺
監
視
区
域
に
は
、
当
該
区
域
の
境
界
に
柵
そ
の
他
の
人
の
侵
入

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
又
は
標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
区
域
に
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

使
用
施
設
等
は
、
核
燃
料
物
質
の
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
上
の
一
つ
の
単
位
（
以
下
「
単
一
ユ
ニ
ッ
ト

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
通
常
時
に
予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器

具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作
動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操

作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い

よ
う
、
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
機
器
の
形
状
寸
法
の
管
理
、
核
燃
料

物
質
の
濃
度
、
質
量
若
し
く
は
同
位
体
の
組
成
の
管
理
若
し
く
は
中
性

子
吸
収
材
の
形
状
寸
法
、
濃
度
若
し
く
は
材
質
の
管
理
又
は
こ
れ
ら
の

組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

単
一
ユ
ニ
ッ
ト
が
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
時
に

予
想
さ
れ
る
機
械
若
し
く
は
器
具
の
単
一
の
故
障
若
し
く
は
そ
の
誤
作

動
又
は
運
転
員
の
単
一
の
誤
操
作
が
起
き
た
場
合
に
、
核
燃
料
物
質
が

臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
適
切

な
配
置
の
維
持
若
し
く
は
単
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
相
互
間
に
お
け
る
中
性
子

の
遮
蔽
材
の
使
用
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
り
臨
界
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

臨
界
警
報
設
備
そ
の
他
の
臨
界
事
故
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
施
設
す
る
こ
と
。

九

使
用
施
設
等
は
、
使
用
施
設
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
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す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
。
以

下
「
使
用
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
地
震
力
が
作

用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
当
該
使
用
施
設
等
を
十
分
に
支
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
地
盤
に
施
設
す
る
こ
と
。

十

使
用
施
設
等
は
、
こ
れ
に
作
用
す
る
地
震
力
（
使
用
許
可
基
準
規
則
第

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
地
震
力
を
い
う
。
）
に
よ
る
損
壊

に
よ
り
公
衆
に
放
射
線
障
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

十
一

耐
震
重
要
施
設
（
使
用
許
可
基
準
規
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

耐
震
重
要
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九

条
第
三
項
の
地
震
力
に
対
し
て
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

十
二

耐
震
重
要
施
設
が
使
用
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
三
項
の
地
震
に
よ

り
生
ず
る
斜
面
の
崩
壊
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
十
三

使
用
施
設
等
は
、
そ
の
供
用
中
に
当
該
使
用
施
設
等
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
津
波
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
が
損
な
わ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
四

使
用
施
設
等
が
想
定
さ
れ
る
自
然
現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。

）
に
よ
り
そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
護
措

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

使
用
施
設
等
は
、
周
辺
監
視
区
域
に
隣
接
す
る
地
域
に
事
業
所
、
鉄

道
、
道
路
そ
の
他
の
外
部
か
ら
の
衝
撃
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
要
因

が
あ
る
場
合
に
は
、
事
業
所
に
お
け
る
火
災
又
は
爆
発
事
故
、
危
険
物
を

搭
載
し
た
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機
の
事
故
そ
の
他
の
敷
地
及
び
敷
地
周

辺
の
状
況
か
ら
想
定
さ
れ
る
事
象
で
あ
つ
て
人
為
に
よ
る
も
の
（
故
意
に

よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い

よ
う
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

十
六

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
使
用
施
設
等
へ
の
人
の
不
法
な
侵
入
、
使
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用
施
設
等
に
不
正
に
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危

害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
件
が
持
ち
込

ま
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

。
十
七

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。

）
を
防
止
す
る
た
め
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
八

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
の
発
生
に
よ
り
そ
の
安

い
つ

全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
九

使
用
施
設
等
が
そ
の
施
設
内
に
お
け
る
化
学
薬
品
の
漏
え
い
に
よ
り

そ
の
安
全
機
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の

適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十

使
用
施
設
等
に
属
す
る
設
備
で
あ
つ
て
、
機
器
又
は
配
管
の
損
壊
に

伴
う
飛
散
物
に
よ
り
損
傷
を
受
け
、
使
用
施
設
等
の
安
全
機
能
を
損
な
う

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
に
は
、
防
護
措
置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
一

使
用
施
設
等
は
、
通
常
時
及
び
設
計
評
価
事
故
時
に
想
定
さ
れ
る

全
て
の
環
境
条
件
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
二

使
用
施
設
等
は
、
当
該
使
用
施
設
等
の
安
全
機
能
を
確
認
す
る
た

め
の
検
査
又
は
試
験
及
び
当
該
安
全
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
の
保

守
又
は
修
理
が
で
き
る
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
三

使
用
施
設
等
は
、
他
の
原
子
力
施
設
又
は
同
一
の
工
場
又
は
事
業

所
内
の
他
の
使
用
施
設
等
と
共
用
す
る
場
合
に
は
、
使
用
施
設
等
の
安
全

性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
四

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ

た
と
き
、
第
二
十
八
号
イ
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
著
し
く
上
昇
し
た
と

き
又
は
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
か
ら
液
体
状
の
放
射
性
物
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質
が
著
し
く
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
確
実
に

検
知
し
て
速
や
か
に
警
報
す
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
五

使
用
施
設
等
に
は
、
そ
の
設
備
の
機
能
の
喪
失
、
誤
操
作
そ
の
他

の
要
因
に
よ
り
使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
生
じ

た
と
き
に
、
核
燃
料
物
質
等
を
限
定
さ
れ
た
区
域
に
閉
じ
込
め
る
能
力
の

維
持
、
熱
的
、
化
学
的
若
し
く
は
核
的
制
限
値
の
維
持
又
は
火
災
若
し
く

は
爆
発
の
防
止
の
た
め
の
設
備
を
速
や
か
に
作
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
設
備
の
作
動
を
速
や
か
に
、
か
つ
、
自
動
的
に
開
始
さ
せ

る
回
路
を
施
設
す
る
こ
と
。

二
十
六

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

イ

そ
の
位
置
を
明
確
か
つ
恒
久
的
に
表
示
す
る
こ
と
に
よ
り
容
易
に
識

別
で
き
る
安
全
避
難
通
路

ロ

照
明
用
の
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
機
能
を
損
な
わ
な
い

避
難
用
の
照
明

ハ

設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
照
明
（
ロ
の
避
難
用
の

照
明
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
専
用
の
電
源

二
十
七

貯
蔵
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

必
要
に
応
じ
て
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
及
び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り

発
生
す
る
熱
（
以
下
「
崩
壊
熱
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
過
熱
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め
の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
十
八

廃
棄
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

イ

管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
の
空
気
中
、
周
辺
監
視
区

域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
の
放
射

性
物
質
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限

度
以
下
に
な
る
よ
う
に
使
用
施
設
等
に
お
い
て
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄

物
を
廃
棄
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ロ

放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
と
区
別
し
て
施
設

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
導
く
場
合
に
お
い
て
、
流

体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
が
放
射
性
廃
棄
物
以
外
の
流
体
状
の
廃
棄
物
を

取
り
扱
う
設
備
に
逆
流
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

ハ

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
気
口
以
外
の
箇

所
に
お
い
て
気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ニ

気
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
に
ろ
過
装
置
を
設
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
ろ
過
装
置
の
機
能
が
適
切
に
維
持
し
得
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
ろ
過
装
置
の
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
除
去
又
は

ろ
過
装
置
の
取
替
え
が
容
易
な
構
造
で
あ
る
こ
と
。

ホ

液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
廃
棄
す
る
設
備
は
、
排
水
口
以
外
の
箇

所
に
お
い
て
液
体
状
の
放
射
性
廃
棄
物
を
排
出
す
る
こ
と
が
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ヘ

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
外
部
と
区
画
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ト

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
は
、
放
射
性
廃
棄
物
を
搬
出

入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入

制
限
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

放
射
性
廃
棄
物
を
保
管
廃
棄
す
る
施
設
で
あ
つ
て
、
放
射
性
廃
棄
物

の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
過
熱
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
冷
却
の
た
め

の
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ

標
識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
九

密
封
さ
れ
て
い
な
い
核
燃
料
物
質
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
使
用
施
設
等
に
は
、
管
理
区
域
内
の
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
場
所
か
ら
退
出
す
る
者
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
を
検

査
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三
十

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
計
測
す
る
設
備
が
備

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
を
直
接
計
測
す
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る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
れ
を
間
接
的
に
計
測
す
る
施
設
を
も
つ
て

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

放
射
性
廃
棄
物
の
排
気
口
又
は
そ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排

気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

ロ

放
射
性
廃
棄
物
の
排
水
口
又
は
そ
れ
に
近
接
す
る
箇
所
に
お
け
る
排

水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度

ハ

管
理
区
域
に
お
け
る
外
部
放
射
線
に
係
る
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

め
る
線
量
当
量
、
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に

よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度

三
十
一

使
用
施
設
等
に
は
、
次
に
掲
げ
る
非
常
用
電
源
設
備
を
施
設
す
る

こ
と
。

イ

外
部
電
源
系
統
か
ら
の
電
気
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、

使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維

持
す
る
た
め
に
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
施
設
等
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
特
に
必
要
な
設
備
に
は

、
無
停
電
電
源
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
能
を
有
す
る
設
備
を

施
設
す
る
こ
と
。

三
十
二

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
工
場
又
は
事
業
所
内
の
人
に
対
し
必
要
な
指
示
が
で
き
る
よ
う
、
警

報
装
置
及
び
通
信
連
絡
設
備
を
施
設
す
る
こ
と
。

三
十
三

工
場
又
は
事
業
所
に
は
、
設
計
評
価
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
使
用
施
設
等
の
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
と
通
信
連

絡
が
で
き
る
よ
う
、
専
用
通
信
回
線
を
施
設
す
る
こ
と
。

三
十
四

前
号
の
専
用
通
信
回
線
は
、
必
要
に
応
じ
て
多
様
性
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

使
用
施
設
等
は
、
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り
低
い
事
故
で

あ
つ
て
、
当
該
使
用
施
設
等
か
ら
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放

出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
の

拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
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三
十
六

使
用
施
設
等
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
二

条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
使
用
又
は
変
更
の
許
可
の
申
請

書
及
び
こ
れ
ら
の
許
可
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
を
記
載
し
た
書
類
に
記
載

し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
溶
接
検
査
を
受
け
る
使
用
施
設
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
六

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定

め
る
使
用
施
設
等
は
、
令
第
四
十
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
核
燃

料
物
質
に
係
る
使
用
施
設
等
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第

七
号
に
、
同
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
係
る
使

用
施
設
等
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。一

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
又
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
化
合
物
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体

状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク

レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は

、
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（

イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十

八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
マ
イ
ク
ロ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場

合
は
、
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は

、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区

域
内
に
あ
つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い

- 40 -



- 18 -

る
ダ
ク
ト
を
除
く
。
）

二

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
又
は
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容
器
又

は
管
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七
メ
ガ

ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
容
器
（
イ
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
も
の

ハ

そ
の
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
立

方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
場
合
は
、
三
十
七

キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
管
（
イ
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
最
高

使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て
は
、
百
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の
（
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
区
域
内
に
あ

つ
て
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く
維
持
さ
れ
て
い
る
ダ
ク
ト

を
除
く
。
）

三

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
又
は
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
三
十
七

メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
液
体
状
の
物
質
を
内
包

す
る
容
器
又
は
管
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

る
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
そ
の
他
の
容
器

四

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
気
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
（
そ
の
容
器
又
は
管
の
内
部
の
圧
力
が
外
部
の
圧
力
よ
り
低
く

維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎
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立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
圧
力
が
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
も
の
又
は
内
容
積
が
〇
・
〇
四
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
も
の

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
ミ
リ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
で
あ
つ
て
、
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ
て

は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

五

ウ
ラ
ン
又
は
ウ
ラ
ン
の
化
合
物
を
含
む
液
体
状
の
物
質
を
内
包
す
る
容

器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
（
そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が

五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

ロ

そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
放
射
能
濃
度
が
三
十
七
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
毎

立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
そ
の
内
包
す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
容
器
に
附
属
す
る
管
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
液

体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す
る
も
の
又
は
外
径
六
十
一
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
（
最
高
使
用
圧
力
が
九
十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
未
満
の
管
に
あ
つ

て
は
、
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
る
も
の

六

六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
の
加
熱
容
器
で
あ
つ
て
、
液
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ

ン
又
は
大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
の
気
体
状
の
六
ふ
つ
化
ウ
ラ
ン
を
内
包
す

る
容
器
か
ら
の
漏
え
い
の
拡
大
を
防
止
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
（
加
熱

す
る
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）

七

胴
の
外
径
が
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
容
器
又
は
外
径
百
五
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
管
（
前
各
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
、
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
状
若
し
く
は
気
体
状
の
物
質
を
内

包
し
、
又
は
非
常
用
電
源
設
備
そ
の
他
の
安
全
上
重
要
な
施
設
に
属
す
る

も
の
の
う
ち
、
次
に
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え
ら
れ
る
部
分
（
以

下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る
も
の

イ

液
体
用
の
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
最
高
使
用
温
度
が
そ
の
液
体
の

沸
点
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
千
九
百
六
十
キ
ロ
パ

ス
カ
ル
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ロ

イ
に
規
定
す
る
容
器
以
外
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九

十
八
キ
ロ
パ
ス
カ
ル

ハ

イ
に
規
定
す
る
管
以
外
の
管
に
つ
い
て
は
、
最
高
使
用
圧
力
九
百
八

十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
（
長
手
継
手
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
四
百
九
十
キ
ロ

パ
ス
カ
ル
）

（
溶
接
検
査
の
申
請
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
七

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
に
規
定
す
る

使
用
施
設
等
の
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
項
に
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

溶
接
工
程
表

五

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

溶
接
設
備
の
種
類
及
び
容
量
、
溶
接
部
の
設
計
及
び
溶
接
施
行
法
並
び

に
溶
接
を
行
う
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
溶
接
明
細
書

二

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

三

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

四

溶
接
部
の
設
計
図

３

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
溶
接
を
し
た
使
用
施
設
等
で

あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
種
類
、
主
要
寸
法
、
個
数
、

最
高
使
用
圧
力
、
最
高
使
用
温
度
並
び
に
内
包
す
る
放
射
性
物
質
の
種
類

及
び
濃
度

三

溶
接
施
行
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

四

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
、
期
日
及
び
場
所

４

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

溶
接
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

二

検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
容
器
又
は
管
の
構
造
図

三

溶
接
部
の
設
計
図

四

溶
接
（
前
条
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶

接
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
材
料
試
験
、
開
先
試
験
、
溶
接
作
業
試
験
、

非
破
壊
試
験
（
次
条
第
二
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る

。
）
、
機
械
試
験
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
溶
接
部
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
の
結
果
に
関
す
る
資
料
並
び

に
溶
接
後
熱
処
理
の
方
法
に
関
す
る
説
明
書

５

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
申
請
書
又
は
第
二
項
若
し
く
は
前
項
の
書
類

に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
届
出
に
係
る
書
類
の
提
出
部

数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

第
二
条
の
八
及
び
第
二
条
の
九

削
除

（
溶
接
検
査
の
実
施
）

第
二
条
の
八

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
（
溶
接
を
し
た
使
用
施

設
等
で
あ
つ
て
輸
入
し
た
も
の
の
当
該
溶
接
に
つ
い
て
の
検
査
を
除
く
。

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
程
ご
と
に
行
う
。

一

溶
接
作
業
を
行
う
と
き
（
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
に
つ
い
て
の
漏
止
め
溶
接
に
係
る
場
合
及
び
溶
接
作
業
の
標
準
化

、
溶
接
に
使
用
す
る
材
料
の
規
格
化
等
の
状
況
に
よ
り
、
原
子
力
規
制
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委
員
会
が
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
工
程
に
お
け
る
検
査
を
受
け

な
い
で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。
）
。

二

法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
「

溶
接
の
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
非
破
壊
試
験
を
必
要
と
す
る

溶
接
部
に
つ
い
て
は
、
非
破
壊
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な

つ
た
と
き
。

三

溶
接
の
技
術
基
準
に
よ
り
機
械
試
験
を
必
要
と
す
る
突
合
せ
溶
接
部

に
つ
い
て
は
、
機
械
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た
と
き

。
四

耐
圧
試
験
又
は
漏
え
い
試
験
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
つ
た

と
き
（
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又
は
管
に
つ
い
て
の
漏

止
め
溶
接
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

（
溶
接
検
査
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
条
の
九

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
セ
ル
等
の
内
部
に
設

置
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
支
障

が
な
い
も
の
と
し
て
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査
を
受
け
な
い

で
使
用
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
場
合

二

漏
止
め
溶
接
の
み
を
し
た
第
二
条
の
六
第
七
号
に
規
定
す
る
容
器
又

は
管
（
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
そ
の
溶
接
の
み
を
新
た
に
す
る
も
の
を
含

む
。
）
を
使
用
す
る
場
合

三

使
用
施
設
に
属
す
る
容
器
又
は
管
で
あ
つ
て
、
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総

理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ヌ
に
規
定
す
る
試

験
研
究
用
等
原
子
炉
の
附
属
施
設
の
う
ち
の
主
要
な
実
験
設
備
と
し
て

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
四
項
の
検
査
に
合
格
し
た
も
の
を

使
用
す
る
場
合

（
溶
接
検
査
実
施
要
領
書
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
九
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
第
二
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三

項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
検
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
た
当
該
申
請
に
係
る
検

査
実
施
要
領
書
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
溶
接
検
査
合
格
証
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
十

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
検
査

を
行
い
、
合
格
と
認
め
た
と
き
は
、
溶
接
検
査
合
格
証
を
交
付
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
溶
接
を
し
た
容
器
又
は
管
を
刻
印
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
示

す
も
の
と
す
る
。

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
条
の
十

法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を
受
け

第
二
条
の
十
の
二

法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
合
併
又
は
分
割
の
認
可
を

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に

る
書
類
を
添
付
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

。

な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制

［
号
を
加
え
る
。
］

の
整
備
に
関
す
る
説
明
書

七

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
記
録
）

（
記
録
）

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

第
二
条
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
工
場
又
は
事

業
所
ご
と
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

業
所
ご
と
に
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中

中
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
期

期
間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
こ
れ
を
保
存
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記

録

事

項

記

録

す

べ

き

場

合

保

存

期

間

記

録

事

項

記

録

す

べ

き

場

合

保

存

期

間

一

使
用
施
設
等
の
第

一

施
設
検
査
の
結
果

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す
る
次

二
条
の
十
一
の
七
第

の
検
査
の
と
き
ま
で
の

一
項
の
施
設
管
理
（

期
間
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以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る

記
録

イ

使
用
前
確
認
の

確
認
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す
る
次

結
果

の
確
認
の
と
き
ま
で
の

期
間

ロ

第
二
条
の
十
一

施
設
管
理
の
実
施
の
都

施
設
管
理
を
実
施
し
た

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

の
七
第
一
項
第
四

度

使
用
施
設
等
を
解
体
又

号
の
規
定
に
よ
る

は
廃
棄
し
た
後
五
年
が

施
設
管
理
の
実
施

経
過
す
る
ま
で
の
期
間

状
況
及
び
そ
の
担

当
者
の
氏
名

ハ

第
二
条
の
十
一

評
価
の
都
度

評
価
を
実
施
し
た
使
用

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

の
七
第
一
項
第
五

施
設
等
の
施
設
管
理
方

号
の
規
定
に
よ
る

針
、
施
設
管
理
の
目
標

施
設
管
理
方
針
、

又
は
施
設
保
守
管
理
の

施
設
管
理
の
目
標

実
施
に
関
す
る
計
画
の

及
び
施
設
管
理
の

改
定
ま
で
の
期
間

実
施
に
関
す
る
計

画
の
評
価
の
結
果

及
び
そ
の
評
価
の

担
当
者
の
氏
名

二

［
略
］

［
略
］

［
略
］

二

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

［
削
る
。
］

三

保
守
記
録

毎
日
一
回
（
法
第
五
十

一
年
間

イ

令
第
四
十
一
条

七
条
の
五
第
二
項
の
認

各
号
に
掲
げ
る
核

可
を
受
け
た
使
用
施
設

燃
料
物
質
に
係
る

等
内
に
核
燃
料
物
質
が

使
用
施
設
等
の
巡

存
在
し
な
い
場
合
は
、

視
及
び
点
検
の
状

毎
週
一
回
）

況
並
び
に
そ
の
担

当
者
の
氏
名
（
法
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第
五
十
七
条
の
五

第
二
項
の
認
可
を

受
け
た
使
用
施
設

等
に
あ
つ
て
は
点

検
の
状
況
を
除
く

。
）

ロ

使
用
施
設
等
の

修
理
の
都
度

一
年
間

修
理
の
状
況
及
び

そ
の
担
当
者
の
氏

名
（
令
第
四
十
一

条
各
号
に
掲
げ
る

核
燃
料
物
質
に
係

る
も
の
に
限
る
。

）
ハ

使
用
施
設
等
の

検
査
の
都
度

同
一
事
項
に
関
す
る
次

定
期
的
な
自
主
検

の
検
査
の
と
き
ま
で
の

査
の
結
果
（
令
第

期
間

四
十
一
条
各
号
に

掲
げ
る
核
燃
料
物

質
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

三

操
作
記
録
（
安
全

四

警
報
装
置
か
ら
発

そ
の
都
度

一
年
間

上
重
要
な
施
設
に
限

せ
ら
れ
た
警
報
の
内

る
（
イ
を
除
く
。
）

容
（
令
第
四
十
一
条

。
法
第
五
十
七
条
の

各
号
に
掲
げ
る
核
燃

五
第
二
項
の
認
可
を

料
物
質
に
係
る
も
の

受
け
た
使
用
施
設
等

に
限
る
。
）

に
係
る
も
の
を
除
く

。
）

イ

警
報
装
置
か
ら

そ
の
都
度

三
年
間

発
せ
ら
れ
た
警
報
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の
内
容
（
令
第
四

十
一
条
各
号
に
掲

げ
る
核
燃
料
物
質

に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

ロ

使
用
施
設
等
へ

挿
入
の
都
度
（
連
続
式

三
年
間

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

の
核
燃
料
物
質
の

に
あ
つ
て
は
連
続
し
て

種
類
別
の
挿
入
量

）

ハ

使
用
施
設
等
に

連
続
し
て

三
年
間

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

お
け
る
温
度
、
圧

力
及
び
流
量
の
値

ニ

使
用
施
設
等
の

開
始
及
び
停
止
の
都
度

三
年
間

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

操
作
開
始
及
び
操

作
停
止
の
時
刻

ホ

使
用
施
設
等
の

操
作
の
開
始
及
び
交
代

三
年
間

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

操
作
責
任
者
及
び

の
都
度

操
作
員
の
氏
名
並

び
に
こ
れ
ら
の
者

の
交
代
の
時
刻

四

［
略
］

［
略
］

［
略
］

五

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

五

［
略
］

［
略
］

［
略
］

六

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

六

品
質
管
理
規
則
第

当
該
文
書
又
は
記
録
の

当
該
文
書
又
は
記
録
の

七

品
質
保
証
計
画
（

策
定
及
び
改
定
の
都
度

次
の
改
定
の
後
三
年
間

三
条
第
三
項
に
規
定

作
成
又
は
変
更
の
都
度

作
成
又
は
変
更
後
三
年

令
第
四
十
一
条
各
号

す
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ

が
経
過
す
る
ま
で
の
期

に
掲
げ
る
核
燃
料
物

ン
ト
文
書
並
び
に
品

間

質
に
係
る
も
の
に
限

質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

る
。
）

ス
テ
ム
に
従
つ
た
計

画
、
実
施
、
評
価
及

び
改
善
状
況
の
記
録

（
令
第
四
十
一
条
各

号
に
掲
げ
る
核
燃
料
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物
質
に
係
る
も
の
に

限
る
。
他
の
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。

）
七

［
略
］

［
略
］

［
略
］

八

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

八

廃
止
措
置
に
係
る

法
第
五
十
七
条
の
五
第

第
七
項
に
定
め
る
期
間

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

［
加
え
る
。
］

工
事
の
方
法
、
時
期

二
項
の
認
可
を
受
け
た

及
び
対
象
と
な
る
使

廃
止
措
置
計
画
に
記
載

用
施
設
等
の
設
備
の

さ
れ
た
工
事
の
各
工
程

名
称

の
終
了
の
都
度

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
、
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
並
び
に
第
九

７

第
一
項
の
表
第
二
号
リ
及
び
ヌ
並
び
に
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
記
録
の

号
の
記
録
の
保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用

保
存
期
間
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

す
る
法
第
十
二
条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

条
の
六
第
八
項
の
確
認
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

８

［
略
］

８

［
同
上
］

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）

第
二
条
の
十
一
の
三

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用

［
条
を
加
え
る
。
］

者
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
保
安

活
動
（
第
二
条
の
十
一
の
四
か
ら
第
二
条
の
十
一
の
十
二
ま
で
に
規
定
す

る
措
置
を
含
む
。
）
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
改
善
を
行
う
と
と
も
に

、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
を
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

（
管
理
区
域
へ
の
立
入
制
限
等
）

第
二
条
の
十
一
の
四

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
三

［
同
上
］

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

（
線
量
等
に
関
す
る
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
五

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
四

［
同
上
］
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（
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
）

（
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
）

第
二
条
の
十
一
の
六

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
五

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
状
況
等
の
測
定
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の

定
め
る
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
）

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
使
用
施
設
等
の
保
全
の
た
め
に
行
う
設
計
、
工
事
、
巡
視
、
点
検
、
検

査
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
（
以
下
「
施
設
管
理
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項

第
二
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
性
能
を
有
す
る
使
用
施
設
等
を
設

置
し
、
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
た
め
、
使
用
施
設
等
の
管
理
に
関
す
る
方

針
（
以
下
「
施
設
管
理
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二

前
号
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の

認
可
若
し
く
は
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
の
六
第
三
項
の
変
更
の
認
可
に
係
る
申
請
書
又
は
そ
れ
ら
の
添
付
書

類
に
記
載
さ
れ
た
第
六
条
の
三
第
一
項
第
五
号
の
性
能
維
持
施
設
の
施
設

管
理
方
針
を
定
め
る
こ
と
。

三

第
一
号
又
は
前
号
に
規
定
す
る
施
設
管
理
方
針
に
従
つ
て
達
成
す
べ
き

施
設
管
理
の
目
標
（
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設
管
理
方
針
に
係
る
施
設
管

理
の
目
標
に
あ
つ
て
は
、
施
設
管
理
の
重
要
度
が
高
い
設
備
に
つ
い
て
定

量
的
に
定
め
る
施
設
管
理
の
目
標
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
こ

と
。

四

前
号
に
規
定
す
る
施
設
管
理
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
項
を

定
め
た
施
設
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
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て
施
設
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
。

イ

施
設
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
始
期
及
び
期
間
に
関
す
る
こ
と

。
ロ

使
用
施
設
等
の
設
計
及
び
工
事
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

使
用
施
設
等
の
巡
視
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

使
用
施
設
等
の
点
検
、
検
査
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
点
検
等

」
と
い
う
。
）
の
方
法
、
実
施
頻
度
及
び
時
期
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

使
用
施
設
等
の
工
事
及
び
点
検
等
を
実
施
す
る
際
に
行
う
保
安
の
確

保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

。

ヘ

使
用
施
設
等
の
設
計
、
工
事
、
巡
視
及
び
点
検
等
の
結
果
の
確
認
及

び
評
価
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
確
認
及
び
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
て
実
施
す
べ
き
処
置
（
品
質

管
理
規
則
第
二
条
第
二
項
第
七
号
の
未
然
防
止
処
置
を
含
む
。
）
に
関

す
る
こ
と
。

チ

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

五

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
の
目
標
及
び
施
設
管
理
の

実
施
に
関
す
る
計
画
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
評
価
す
る

こ
と
。

イ

施
設
管
理
方
針
及
び
施
設
管
理
の
目
標
に
あ
つ
て
は
、
一
定
期
間

ロ

施
設
管
理
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
あ
つ
て
は
、
前
号
イ
に
規
定
す

る
期
間

六

前
号
の
評
価
を
実
施
す
る
都
度
、
速
や
か
に
、
そ
の
結
果
を
使
用
施
設

等
の
施
設
管
理
方
針
、
施
設
管
理
の
目
標
又
は
施
設
管
理
の
実
施
に
関
す

る
計
画
に
反
映
す
る
こ
と
。

七

使
用
施
設
の
操
作
を
相
当
期
間
行
わ
な
い
場
合
そ
の
他
使
用
施
設
等
が

そ
の
施
設
管
理
を
行
う
観
点
か
ら
特
別
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、
当
該
使
用
施
設
等
の
状
態
に
応
じ
て
、
前
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い

て
特
別
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係
る
使

用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
）
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第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
関
し

［
条
を
加
え
る
。
］

て
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

と
こ
ろ
（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
に
あ
つ
て
は

当
該
認
可
を
受
け
た
と
こ
ろ
）
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
使
用
施
設
等
の
機
能

の
保
全
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規

制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

一

使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
に
関
す
る
計
画

（
次
に
掲
げ
る
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
火

災
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
実
行

に
必
要
な
要
員
を
配
置
し
、
当
該
計
画
に
従
つ
て
必
要
な
活
動
を
行
わ
せ

る
こ
と
。

イ

使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
管

理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

消
防
吏
員
へ
の
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

消
火
又
は
延
焼
の
防
止
そ
の
他
消
防
隊
が
火
災
の
現
場
に
到
着
す
る

ま
で
に
行
う
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

二

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行

う
要
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
を
定
期
に
（
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を

放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
あ

つ
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
）
実
施
す
る
こ
と
。

三

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生

時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行

う
た
め
に
必
要
な
照
明
器
具
、
無
線
機
器
そ
の
他
の
資
機
材
を
備
え
付
け

る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性

物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
使
用
施
設
等
の
必
要
な
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
こ

と
。

- 53 -



- 31 -

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
）

（
核
燃
料
物
質
の
使
用
）

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
六

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
措
置
を
講
じ
な
け

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
措
置
を
採
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

て
は
、
第
三
号
及
び
第
六
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

［
略
］

一

核
燃
料
物
質
の
使
用
は
、
使
用
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

二

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二

一
の
二

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除

以
上
を
含
む
物
質
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
セ

き
、
セ
ル
等
を
用
い
る
こ
と
。

ル
等
を
用
い
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

三

［
略
］

二

［
同
上
］

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

使
用
施
設
の
通
常
の
操
作
（
使
用
施
設
に
お
い
て
計
画
的
に
行
わ
れ
る

六

換
気
設
備
、
放
射
線
測
定
器
及
び
非
常
用
設
備
は
、
常
に
こ
れ
ら
の
機

操
作
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の

能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
維
持
し
て
お
く
こ
と
。

他
の
従
業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

イ

操
作
の
開
始
に
先
立
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項

［
各
号
の
細
目
を
加
え
る
。
］

及
び
操
作
の
停
止
後
に
確
認
す
べ
き
事
項

ロ

操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
使
用
施
設
等
の
状
態
に
応
じ
て
定
期
的

に
又
は
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
べ
き
事
項
並
び
に
そ
の
確
認
の
方
法
及

び
確
認
の
時
期
又
は
頻
度
に
関
す
る
事
項

ハ

警
報
の
発
報
そ
の
他
の
異
状
が
あ
つ
た
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く

。
）
に
操
作
員
そ
の
他
の
従
業
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
事
項

八

非
常
の
場
合
に
構
ず
べ
き
処
置
を
定
め
、
こ
れ
を
操
作
員
そ
の
他
の
従

［
号
を
加
え
る
。
］

業
者
に
守
ら
せ
る
こ
と
。

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
二
条
の
十
一
の
十

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

第
二
条
の
十
一
の
七

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
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搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の
実
施

搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

４

使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令

第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
の
二
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬

運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま

条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措

な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃
料
物

料
物
質
等
を
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬

質
等
を
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

（
貯
蔵
）

（
貯
蔵
）

第
二
条
の
十
一
の
十
一

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用

第
二
条
の
十
一
の
八

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

者
は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

は
、
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
使
用
者
に
つ
い

て
は
、
第
三
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

貯
蔵
施
設
に
は
、
核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要

三

貯
蔵
施
設
に
は
、
核
燃
料
物
質
を
搬
出
入
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
必
要

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
施
錠
又
は
立
入
制
限
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

四

核
燃
料
物
質
を
貯
蔵
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
及

四

核
燃
料
物
質
を
貯
蔵
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
の
崩
壊
熱
等

び
放
射
線
の
照
射
に
よ
り
発
生
す
る
熱
（
以
下
「
崩
壊
熱
等
」
と
い
う
。

に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て

）
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
廃
棄
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
廃
棄
）

第
二
条
の
十
一
の
十
二

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用

第
二
条
の
十
一
の
九

法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
者

者
は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放

は
、
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射

射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
廃
棄
前

性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
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に
こ
れ
ら
の
実
施
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

五

第
三
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

八

第
六
号
ロ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
管
廃
棄

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い
過
熱
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

れ
が
あ
る
と
き
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
。

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
一

第
六
号
ハ
の
方
法
に
よ
り
廃
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
廃
棄

十
一

［
同
上
］

物
を
放
射
線
障
害
防
止
の
効
果
を
持
つ
た
保
管
廃
棄
施
設
に
保
管
廃
棄
す

る
と
き
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

ロ

当
該
保
管
廃
棄
さ
れ
た
放
射
性
廃
棄
物
の
崩
壊
熱
等
に
よ
り
著
し
い

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

過
熱
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
冷
却
に
つ
い
て
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

を
採
る
こ
と
。

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
十
二
～
十
五

略
］

［
十
二
～
十
五

同
上
］

（
防
護
措
置
）

（
防
護
措
置
）

第
二
条
の
十
一
の
十
三

［
略
］

第
二
条
の
十
一
の
十

［
同
上
］

（
保
安
規
定
）

（
保
安
規
定
）

第
二
条
の
十
二

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
定
の
認
可
を

第
二
条
の
十
二

［
同
上
］

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
場
又
は
事
業
所
ご
と

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
保
安
規
定
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載

し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

［
号
を
加
え
る
。
］

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
品
質
管
理
規
則
第
四

［
号
を
加
え
る
。
］
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条
第
四
号
に
規
定
す
る
手
順
書
等
（
以
下
単
に
「
手
順
書
等
」
と
い
う
。

）
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

［
略
］

一

［
同
上
］

四

使
用
施
設
等
の
管
理
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で

二

使
用
施
設
等
の
放
射
線
業
務
従
事
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ

あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

略
］

⑸

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

⑸

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

五

使
用
施
設
等
の
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
の
防
止
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
機
器
の
操
作
に
関
す
る
こ
と

。

イ

使
用
施
設
等
の
操
作
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

［
各
号
の
細
目
を
加
え
る
。
］

ロ

操
作
に
当
た
つ
て
確
認
す
べ
き
事
項
、
操
作
に
必
要
な
事
項
及
び
異

状
が
あ
つ
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六

［
略
］

四

［
同
上
］

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
検
査
の
実
施
に
関

八

使
用
施
設
等
の
巡
視
及
び
点
検
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
処
置
に
関
す
る

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

こ
と
。

十
一

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

九

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

と
。

十
二

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

十

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
（
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り

十
一

非
常
の
場
合
に
採
る
べ
き
処
置
（
発
生
頻
度
が
設
計
評
価
事
故
よ
り

低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お

低
い
事
故
で
あ
つ
て
、
多
量
の
放
射
性
物
質
又
は
放
射
線
を
放
出
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
処
置
を
含
む
。
）
に
関
す

そ
れ
が
あ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
処
置
を
含
む
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
四

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

［
号
を
加
え
る
。
］

る
使
用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。
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十
五

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

十
二

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障

関
す
る
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者

へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
三

使
用
施
設
等
の
定
期
的
な
自
主
検
査
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に

掲
げ
る
も
の

イ

使
用
施
設
等
の
保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
性
能
が
維

持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
施
設
等
の
保
安
の
た
め
に
直
接
関
連
を
有
す
る
計
器
及
び
放
射

線
測
定
器
の
校
正
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

十
四

品
質
保
証
（
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
体
系
的
に
実
施
す
る
こ

と
に
よ
り
、
原
子
力
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ

と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

品
質
保
証
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

品
質
保
証
活
動
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

品
質
保
証
計
画
に
基
づ
く
品
質
保
証
活
動
の
実
施
（
保
安
に
関
し
必

要
な
個
々
の
事
項
の
計
画
、
実
施
、
評
価
及
び
継
続
的
な
改
善
を
含
む

。
）
、
評
価
（
監
査
を
含
む
。
）
及
び
品
質
保
証
計
画
の
継
続
的
な
改

善
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

品
質
保
証
活
動
に
必
要
な
文
書
及
び
記
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

［
号
を
加
え
る
。
］

報
に
つ
い
て
の
他
の
使
用
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

［
号
を
加
え
る
。
］

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

［
略
］

十
五

［
同
上
］

２

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
認

［
項
を
加
え
る
。
］

可
の
日
ま
で
に
、
当
該
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
廃
止
措
置
計
画
に
定
め
ら

れ
て
い
る
廃
止
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
認
可
を
受
け
た
保
安
規
定
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
、
又

は
変
更
し
た
保
安
規
定
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。
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一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関

与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手
順
書
等
の
保
安
規

定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
（
手

順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

四

廃
止
措
置
を
行
う
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

五

廃
止
措
置
を
行
う
者
に
対
す
る
保
安
教
育
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次

に
掲
げ
る
も
の

イ

保
安
教
育
の
実
施
方
針
（
実
施
計
画
の
策
定
を
含
む
。
）
に
関
す
る

こ
と
。

ロ

保
安
教
育
の
内
容
に
関
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
に
関
す
る
こ
と
。

（１）

使
用
施
設
等
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

（２）

使
用
施
設
等
の
廃
止
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

（３）

放
射
線
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（４）

核
燃
料
物
質
及
び
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
取
扱

（５）
い
に
関
す
る
こ
と
。

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

（６）
ハ

そ
の
他
使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
教
育
に
関
し
必
要
な
事
項

六

使
用
施
設
の
操
作
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
（
廃

止
措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

七

保
安
上
特
に
管
理
を
必
要
と
す
る
設
備
の
操
作

八

管
理
区
域
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
設
定
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
係
る

立
入
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

九

線
量
、
線
量
当
量
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
つ
て

汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性

物
質
の
密
度
の
監
視
並
び
に
汚
染
の

除
去
に
関
す
る
こ
と
。

十

排
気
監
視
設
備
及
び
排
水
監
視
設
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

放
射
線
測
定
器
の
管
理
及
び
放
射
線
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
こ
と

。
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十
二

使
用
施
設
等
の
施
設
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
使
用
前
検
査
の
実
施
に

関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

十
三

核
燃
料
物
質
の
受
渡
し
、
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
（
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
廃
止

措
置
対
象
施
設
内
に
核
燃
料
物
質
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
。
）
。

十
四

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
（
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
場

合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

非
常
の
場
合
に
講
ず
べ
き
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

設
計
想
定
事
象
又
は
多
量
の
放
射
性
物
質
等
を
放
出
す
る
事
故
に
係

る
使
用
施
設
等
の
保
全
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

使
用
施
設
等
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に

関
す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障

等
の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者

へ
の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

廃
止
措
置
に
係
る
保
安
（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
含
む
。
）
に
関

す
る
適
正
な
記
録
及
び
報
告
（
第
六
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
事
故
故
障
等

の
事
象
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
の
経
営
責
任
者
へ

の
報
告
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

保
守
点
検
を
行
つ
た
事
業
者
か
ら
得
ら
れ
た
保
安
に
関
す
る
技
術
情

報
に
つ
い
て
の
他
の
使
用
者
と
の
共
有
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

不
適
合
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
適
合
に
関
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

廃
止
措
置
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

そ
の
他
使
用
施
設
等
又
は
廃
止
措
置
に
係
る
保
安
に
関
し
必
要
な

事
項

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
第
一
項
本
文
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
項
を
加
え
る
。
］

４

第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
の
提
出

２

前
項
の
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

部
数
は
、
正
本
一
通
と
す
る
。

（
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
条
の
十
三

法
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
毎
年
四
回
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行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
使
用
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
廃
止
措
置
の
実
施
の
状
況
に
応
じ
、
毎
年
四

回
以
内
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
六
項
の
原
子

力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に

限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
核
物
質
防
護
規
定
の
遵
守
状
況
の
検
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
三
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条

の
二
第
五
項
の
検
査
は
、
毎
年
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
六

項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
へ
の
立
入
り

二

帳
簿
、
書
類
、
設
備
、
機
器
そ
の
他
必
要
な
物
件
の
検
査

三

従
業
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
す
る
質
問

四

特
定
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
の
提
出
（
試
験
の
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
量
に
限
る
。
）
を
さ
せ
る
こ
と
。

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

（
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
）

第
六
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
廃
止
措
置
実
施
方
針
に
は
、
次

第
六
条
の
二

［
同
上
］

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

十
三

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
保
証
計
画

［
十
四
・
十
五

略
］

［
十
四
・
十
五

同
上
］
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（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
の
申
請
）

第
六
条
の
三

法
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
措
置
計
画
の

第
六
条
の
三

［
同
上
］

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
廃
止

措
置
計
画
を
定
め
、
こ
れ
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

廃
止
措
置
対
象
施
設
及
び
敷
地

三

廃
止
措
置
の
対
象
と
な
る
使
用
施
設
等
（
以
下
「
廃
止
措
置
対
象
施
設

」
と
い
う
。
）
及
び
敷
地

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
性
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等
（
以
下
こ
の
条

［
号
を
加
え
る
。
］

に
お
い
て
「
性
能
維
持
施
設
」
と
い
う
。
）

六

性
能
維
持
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
、
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性

［
号
を
加
え
る
。
］

能
を
維
持
す
べ
き
期
間

七

［
略
］

五

［
同
上
］

八

［
略
］

六

［
同
上
］

九

［
略
］

七

［
同
上
］

十

［
略
］

八

［
同
上
］

十
一

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

［
号
を
加
え
る
。
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に

類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
を
し
て
い
た
場

掲
げ
る
書
類
は
、
令
第
四
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
の
使
用
を
し

合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

て
い
た
場
合
に
限
り
、
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

性
能
維
持
施
設
及
び
そ
の
性
能
並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間

五

廃
止
措
置
期
間
中
に
機
能
を
維
持
す
べ
き
使
用
施
設
等
及
び
そ
の
性
能

に
関
す
る
説
明
書

並
び
に
そ
の
性
能
を
維
持
す
べ
き
期
間
に
関
す
る
説
明
書

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

八

廃
止
措
置
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
説
明
書

八

品
質
保
証
計
画
に
関
す
る
説
明
書

九

［
略
］

九

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）

（
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
の
認
可
の
申
請
）
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第
六
条
の
三
の
二

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
六
条
の
三
の
二

［
同
上
］

二
条
の
六
第
三
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三

変
更
に
係
る
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
廃
止
措
置
終
了
確
認
証
）

第
六
条
の
七
の
二

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
の
結
果
に
よ

［
条
を
加
え
る
。
］

り
、
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十

二
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
廃
止
措
置
終
了
確
認

証
を
交
付
す
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

（
許
可
の
取
消
し
等
に
伴
う
措
置
）

第
六
条
の
八

［
略
］

第
六
条
の
八

［
同
上
］

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

２

［
同
上
］

も
の
と
す
る
。

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
同
上
］

第
六
条
の
六

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項

第
六

条
の

六

法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項

法
第
五
十
七
条
の
六
第
四
項

第
一
項
及
び

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
一
項
及
び

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

第
六
条
の
七

二
条
の
六
第
八
項

二
条
の
七
第
九
項

前
条

二
条
の
六
第
八
項

二
条
の
七
第
九
項

第
一
項

［
条
を
削
る
。
］

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
十
条

法
第
五
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
七
項
の

身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
五

十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
七
項
の
身
分
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を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
一
の
五
に
よ
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
八

条
第
六
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る

。（
人
の
出
入
り
等
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
区
域
）

［
条
を
削
る
。
］

第
十
一
条

［
同
上
］

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）

第
十
条

［
略
］

第
十
二
条

［
同
上
］

（

1
0

）

（

1
0

）

別
記
様
式
第
１

第
２
条
の

関
係

別
記
様
式
第
１

第
２
条
の

の
２
関
係

（

1
0

）

（

1
0

）

様
式
第
１

第
２
条
の

関
係
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〇原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和●年●月●日原子力規制委員会規則第●号）及び同解釈（原規技発第●号

（令和●年●月●日原子力規制委員会決定）（イメージ） 
 
 
原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則（イメージ） 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則の解釈（イメージ） 

目次  

第一章 総則（第一条－第三条） 

第二章 品質マネジメントシステム（第四条－第八条） 

第三章 経営責任者等の責任（第九条－第二十条） 

第四章 資源の管理（第二十一条・第二十二条） 

第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施（第二十三条－第

四十三条） 

第六章 評価及び改善（第四十四条－第五十三条） 

第七章 使用施設等（第五十四条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この規則は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制の基準を定めることにより、原子力の安全を確保することを目的とす

る。 

 

 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則に定める技術的要件を満足する技術的内容は、同規則の解釈に限定されるも

のではなく、同規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠

があれば、同規則に適合するものと判断する。 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

 

第１条（目的） 

１ 第１条に規定する「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制

法」という。）第２条第７項に規定する施設をいう。 

（定義）  

第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。  

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

一 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一

切の活動をいう。 

二 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 

三 「プロセス」とは、意図した結果を生み出すための相互に関連し、又

第２条（定義） 

 

 

 

 

 

 

１ 第２項第２号に規定する「要求事項」とは、第２３条に規定するものをい

う。 
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は作用する一連の活動及び手順をいう。 

四 「品質マネジメントシステム」とは、保安活動の計画、実施、評価及

び改善に関し、原子力事業者等が自らの組織の管理監督を行うための仕

組みをいう。 

 

 

五 「原子力の安全のためのリーダーシップ」とは、原子力の安全を確

保することの重要性を認識し、組織の品質方針及び品質目標を定めて要

員がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあるべき姿を定めて

要員が健全な安全文化を育成し、及び維持することに主体的に取り組む

ことができるよう先導的な役割を果たす能力をいう。 

六 「是正処置」とは、発生した不適合その他の事象の原因を除去し、そ

の再発を防止するために講ずる措置をいう。 

七 「未然防止処置」とは、他の原子力施設で発生した不適合その他の事

象から得られた知見を踏まえて、自らの組織で起こりうる不適合の発生

を防止するために講ずる措置をいう。 

八 「一般産業用工業品」とは、原子力施設の安全機能に係る機器及びそ

の部品、構造物並びにシステム（以下「機器等」という。）であって、

専ら原子力施設において用いるために設計開発されたもの以外のものを

いう。 

九 「妥当性確認」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理

に関して、機器等又は保安活動を構成する業務（以下「個別業務」とい

う。）及びプロセスが実際の使用環境又は活動において要求事項に適合

していることを確認することをいう。 

 

２ 第２項第４号に規定する「原子力事業者等」とは、原子炉等規制法第５７

条の８に規定する者をいう。 

３ 第２項第４号に規定する「自らの組織の管理監督を行うための仕組み」に

は、組織がマネジメントシステムの運用に必要な文書を整備することを含

む。 

４ 第２項第５号に規定する「要員」とは、原子力事業者等の品質マネジメン

トシステムの管理下において保安活動を実施する者をいう。 

 

 

５ 第２項第６号及び第７号に規定する「その他の事象」には、不適合には至

らないが、劣化傾向又は不整合など保安活動や原子力施設に悪影響を及ぼす

可能性がある事象を含む。 

 

（適用範囲） 

第三条 次章から第六章までの規定は、原子力施設（使用施設等であって、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年

政令第三百二十四号。以下「令」という。）第四十一条各号に掲げる核燃料物

質を使用しないものを除く。以下同じ。）について適用する。 

２ 第七章の規定は、使用施設等（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使

用しないものに限る。）について適用する。 

 

 
  

- 68 -



3 
 

 
第二章 品質マネジメントシステム 

  

（品質マネジメントシステムに係る要求事項）  

第四条 原子力事業者等（使用者であって、令第四十一条各号に掲げる核燃料

物質を使用しないものを除く。以下同じ。）は、品質マネジメントシステムを

確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的

に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステ

ムを確立し、運用しなければならない。この場合において、次の事項を適切

に考慮しなければならない。 

一 原子力施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

二 原子力施設若しくは機器等の品質又は保安活動に係る原子力の安全に影

響を及ぼすおそれのある危険要因及び当該危険要因の潜在的影響の大きさ 

三 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適

切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響 

３ 原子力事業者等は、自らの原子力施設に適用される関係法令（以下単に

「関係法令」という。）を明確に認識し、この規則に規定する文書その他品質

マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント

文書」という。）に明記しなければならない。 

４ 原子力事業者等は、次に掲げる業務を行わなければならない。  

一 プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される

結果を明確に定めること。 

二 プロセスの順序及び相互の関係を明確に定めること。  

 

三 プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な原子力事業者等の保安

活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに判定基準及

第２章 品質マネジメントシステム 

 

第４条（品質マネジメントシステムに係る要求事項） 

１ 第１項に規定する「実効性を維持する」とは、保安活動の目的が達成され

る蓋然性が高い計画を立案し、計画どおりに保安活動を実施した結果、実際

に効果を維持していることをいう。 

２ 第１項に規定する「品質マネジメントシステムを確立し、実施するととも

に、その実効性を維持するため、その改善を継続的に実施しなければならな

い」とは、品質マネジメントシステムで規定した一連のプロセスの運用の結

果、安全の確保が維持されているとともに、不適合その他の事象について品

質マネジメントシステムに起因する原因を究明し、是正処置や未然防止処置

を通じて原因の除去を行う等当該システムの改善を継続的に行うことをい

う。 

３ 第２項に規定する「保安活動の重要度」とは、事故等が発生した場合に原

子力施設から放出される放射性物質が環境に与える影響の度合い（以下「原

子力施設の影響度」という。）に応じた、当該原子力施設における保安活動の

管理の重み付けをいう。 

また、原子力施設の影響度の観点から、原子力施設は、事故等の発生によ

り当該原子力施設の敷地境界外の環境に影響を及ぼすおそれが高い施設（以

下「影響度高施設」という。）と、そのようなおそれが低い施設（以下「影響

度低施設」という。）に分類される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第４項第２号に規定する「プロセスの順序及び相互の関係」には、組織内
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び方法を明確に定めること。  

四 プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要

な資源及び情報が利用できる体制を確保すること（責任及び権限の明確化

を含む。）。  

五 プロセスの運用状況を監視測定し、分析すること。ただし、測定するこ

とが困難な場合は、測定することを要しない。 

六 プロセスについて、第二十三条第四項の結果を得、かつ、実効性を維持

するための措置を講ずること。 

七 プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとするこ

と。 

八 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場

合、原子力の安全が確保されるようにすること。 
 
 
５ 原子力事業者等は、健全な安全文化を育成し、及び維持しなければならな

い。  

６ 原子力事業者等は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含

む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセス

を外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにし

なければならない。 

７ 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行わ

なければならない。 

のプロセス間の相互関係を含む。 

５ 第４項第３号に規定する「原子力事業者等の保安活動の状況を示す指標」

には、原子力規制検査等に関する規則（令和元年●月●日原子力規制委員会

規則第●号）第五条に規定する安全実績指標（同条第三号に掲げる特定核燃

料物質の防護に関する領域に係るものを除く。第四十七条第二項において単

に「安全実績指標」という。）を含む。 

 

 

 

６ 第４項第６号に規定する「実効性を維持するための措置」には、プロセス

の変更を含む。 

 

 

７ 第４項第８号に規定する「原子力の安全とそれ以外の事項において意思決

定の際に対立が生じた場合、原子力の安全が確保されるようにする」には、

セキュリティ対策が安全に与える潜在的な影響と安全対策がセキュリティ対

策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。 

８ 第５項に規定する「健全な安全文化を育成し、及び維持しなければならな

い」とは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果

的な取組を通じて、次の状態を目指していることをいう。 

・原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

・風通しのよい組織文化が形成されている。 

・全ての職員が、自らが行う安全に係る業務について理解して遂行し、その

業務に責任を持っている。 

・全ての活動において、安全を考慮した意思決定が行われている。 

・全ての職員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安

全に対する自己満足を戒めている。 

・原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告

された問題が対処され、その結果が関係する職員に共有されている。 

・安全文化に関する自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善す

るための基礎としている。 

・原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、

職員が必要なコミュニケーションを取っている。 

（品質マネジメントシステムの文書化）   
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第五条 原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステ

ムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、

当該文書に規定する事項を実施しなければならない。 

一 品質方針及び品質目標 

二 品質マネジメントシステムを規定する文書（以下「品質マニュアル」と

いう。）  

三 プロセスの実効性のある計画的な実施及び管理がなされるようにするた

めに必要な文書 

四 この規則に規定する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」とい

う。）及び記録 

 

 

 

 

 

 

 

（品質マニュアル）  

第六条 原子力事業者等は、品質マニュアルに保安活動の計画、実施、評価及

び改善に関する事項について定めるとともに、次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。 

一 品質マネジメントの運用に係る組織に関する事項 

二 品質マネジメントシステムの適用範囲  

三 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報  

四 プロセスの相互の関係 

第６条（品質マニュアル） 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「品質マネジメントシステムの適用範囲」とは、品質マ

ネジメントシステムに関する組織上の適用範囲と活動内容上の適用範囲の双

方をいう。 

（文書の管理）  

第七条 原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならな

い。  

 

 

 

 

 

 

２ 原子力事業者等は、要員が判断及び決定に当たって適切な品質マネジメン

ト文書を利用できるよう、次に掲げる業務に必要な管理に関する事項を定め

た手順書等を作成しなければならない。 

一 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行

を承認すること。 

二 品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂

に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。  

第７条（文書の管理） 

１ 第１項に規定する「品質マネジメント文書を管理しなければならない」に

は、次の事項を含む。 

・第２項に規定する手順書等に基づく文書の管理 

・組織として承認されていない文書の使用、又は適切ではない変更の防止 

・文書の組織外への流出等の防止 

・品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果

に基づき講じた処置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の

維持 

２ 第２項に規定する「適切な品質マネジメント文書を利用できる」には、文

書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情報が確認でき

ることを含む。 
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三 第一号及び前号の審査及び前号の評価には、その対象となる文書に定め

られた活動を実施する部門の要員を参画させること。 

四 品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況が識別できるよう

にすること。 

五 改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文

書の最新の改訂版が利用しやすい体制を確保すること。 

六 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができ

るようにすること。  

七 外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理する

こと。  

八 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この

場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これ

を識別し、管理すること。 

（記録の管理）  

第八条 原子力事業者等は、この規則に規定する記録その他個別業務等要求事

項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確に

するとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、

かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれ

を管理しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し

所要の管理の方法を定めた手順書等を作成しなければならない。 

 

第三章 経営責任者等の責任 

 

（経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ）  

第九条 経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任

を持って、品質マネジメントシステムを確立し、運用し、及びその実効性を

確実に確保するとともに、次に掲げる業務を行うことにより、それらを実証

しなければならない。 

一 品質方針を定めること。  

二 品質目標が定められているようにすること。 

三 全ての要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献でき

るようにすること。 

四 第十八条第一項に規定する品質マネジメントシステムの評価（以下「マ

ネジメントレビュー」という。）を実施すること。  

第３章 経営責任者の責任 

 

第９条（経営責任者の関与） 

 

 

 

 

 

 

１ 第３号に規定する「全ての要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持す

ることに貢献できるようにすること」とは、全ての要員が健全な安全文化を

育成し、維持する活動に参画できる環境を整えていることをいう。 
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五 資源が利用できる体制を確保すること。 

六 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性

を、要員に周知すること。 

七 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に

認識させること。 

八 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全に対する優先順位を考慮し、

かつ、担当業務を理解し、遂行する責任を認識している要員によって確実に

行われるようにすること。 

 
 
 
 
 
 

（原子力の安全の確保の重視）  

第十条 経営責任者は、組織的な意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個

別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事項によって

損なわれないようにしなければならない。 

第１０条（原子力の安全の確保の重視）  

１ 第９条に規定する「原子力の安全がそれ以外の事項によって損なわれな

い」とは、例えば、コストや工期等によって原子力の安全が損なわれないこ

とをいう。 

（品質方針）  

第十一条 経営責任者は、品質方針が次に掲げる条件に適合しているようにし

なければならない。  

 

 

 

一 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。  

二 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に関し

て経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップを規定しているこ

と。  

三 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 

四 要員に周知され、理解されていること。 

五 妥当性を維持するために評価されていること。 

第１１条（品質方針） 

１ 第１１条に規定する「品質方針」には、健全な安全文化を育成し、及び維

持するための方針を含む。この場合において、健全な安全文化を育成し維持

するための方針には、技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互

作用が安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織が目指すべ

き安全文化のあるべき姿が設定されていることを含む。 

２ 第１号に規定する「組織の目的及び状況に対して適切なものであること」

には、組織運営に関する方針と整合的なものであることを含む。 

 

 

 

 

 

（品質目標）  

第十二条 経営責任者は、部門において、品質目標（個別業務等要求事項への

適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにしなければならな

い。  

２ 経営責任者は、品質目標を、その達成状況を評価し得るものであって、か

つ、品質方針と整合的なものとなるようにしなければならない。 

第１２条（品質目標） 

 

 

 

１ 第２項に規定する「その達成状況を評価し得る」とは、品質目標の達成状

況を監視測定し、その達成状況を評価できる状態にあることをいう。 

（品質マネジメントシステムの計画） 

第十三条 経営責任者は、品質マネジメントシステムが第三条の規定に適合す

るよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければなら

第１３条（品質マネジメントシステムの計画） 

１ 第１項に規定する「実施に当たっての計画」には、次の事項を含む。 

 ・実施事項 
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ない。 

２ 経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施

される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に

維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の

重要度に応じて、次の事項を適切に考慮しなければならない。 

一 変更の目的及びそれによって起こり得る結果 

二 品質マネジメントシステムの実効性の維持 

三 資源の利用可能性 

四 責任及び権限の割当て 

 ・必要な資源 

 ・責任者 

 ・実施事項の完了時期 

 ・結果の評価方法 

 

２ 第２項第１号に規定する「起こり得る結果」には、次の事項を含む。 

・プロセス、組織等の変更（累積的な影響が生じうるプロセス及び組織の軽

微な変更を含む。） 

・当該変更による安全への影響の程度の分析及び評価 

・当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置 

（責任及び権限）  

第十四条 経営責任者は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業

務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるように

しなければならない。 

第１４条（責任及び権限） 

１ 第１４条に規定する「部門及び要員の責任」には、担当業務に応じて、組

織内及び組織外に対し保安活動の内容について説明する責任を含む。 

２ 第１４条に規定する「部門相互間の業務の手順」とは、部門間で連携が必

要な業務のプロセスにおいて、業務（情報の伝達を含む。）が停滞し、断続す

ることなく遂行できる仕組みをいう。 

（品質マネジメントシステム管理責任者）  

第十五条 経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者（以下

「品質マネジメントシステム管理責任者」という。）に、次に掲げる業務に係

る責任及び権限を与えなければならない。 

一 プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されてい

るようにすること。 

二 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経

営責任者に報告すること。  

三 部門において、健全な安全文化を育成し、及び維持すること、関係法令

を遵守することその他原子力の安全の確保についての認識が向上するよう

にすること。 

第１５条（品質マネジメントシステム管理責任者）  

１ 第１５条に規定する「品質マネジメントシステム管理責任者」とは、品質

マネジメントシステムを管理し、維持する等の職務を実施する要員として経

営責任者に任命された者をいう。 

 

 

２ 第２号に規定する「品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善」

とは、産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づく日本工業規格Ｑ

９００１ ２０１５年版（以下「ＪＩＳＱ９００１」という。）で使用されて

いる「品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性の改善」に相

当するものをいう。 

（管理者） 

第十六条 経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下

「管理者」という。）に、当該管理者が管理監督する業務に係る責任及び権限

を与えなければならない。 

一 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維

持されているようにすること。  

二 要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 

第１６条（管理者） 

１ 第１項に規定する「管理者」とは、職務権限を示す文書において、管理者

として責任及び権限を付与されている者をいう。なお、管理者に代わり、個

別業務のプロセスを管理する責任者を置いて、その業務を行わせることがで

きる。この場合において、当該責任者の責任及び権限は、文書で明確に定め

る必要がある。 
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三 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

四 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 

五 関係法令を遵守すること。 

２ 管理者は、前項に規定する責任及び権限の範囲において、原子力の安全の

ためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施しなければな

らない。 

一 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状

況を監視測定すること。 

二 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への

取組を積極的に行えるようにすること。 

三 安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達

すること。 

四 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させ、要員が、原

子力施設の保安に関する問題の報告を積極的に行えるようにすること。 

五 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにすること。 

３ 管理者は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた

間隔で行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第３項に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、マネジメントシス

テムの妥当性及び実効性を確認するために保安活動として取り組む必要があ

る課題並びに当該マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された期

間をいう。 

３ 第３項に規定する「自己評価」には、安全文化の劣化兆候に係るものを含

む。 

（組織内の情報の伝達）  

第十七条 経営責任者は、組織内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立さ

れているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する

情報が確実に伝達されるようにしなければならない。 

第１７条（組織内の情報の伝達） 

１ 第１７条に規定する「組織内部の情報の伝達が適切に行われる仕組みが確

立されているようにする」とは、品質マネジメントシステムの運営に必要と

なるコミュニケーションが必要に応じて行われる場や仕組みを決め、実行す

ることをいう。 

２ 第１７条に規定する「品質マネジメントシステムの実効性に関する情報の

伝達が確実に行われる」とは、例えば、マネジメントレビューの結果を全て

の要員に理解させるなど組織全体で認識を共有していることをいう。 

（マネジメントレビュー）  

第十八条 経営責任者は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとと

もに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、マネ

ジメントレビューを、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。 

第１８条（マネジメントレビュー） 

１ 第１項に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、マネジメントシス

テムの妥当性及び実効性を確認するために保安活動として取り組む必要があ

る課題並びに当該マネジメントシステムの変更を考慮に入れて設定された期

間をいう。 
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（マネジメントレビューに用いる情報）  

第十九条 原子力事業者等は、マネジメントレビューを行う際には、少なくと

も次に掲げる情報をマネジメントレビューに報告しなければならない。  

一 内部監査の結果 

二 組織の外部の者の意見 

 

 

 

三 プロセスの運用状況 

 
 
四 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業

者検査等」という。）並びに自主検査等の結果 

五 品質目標の達成状況 

六 健全な安全文化の育成及び維持の状況 

七 関係法令の遵守状況 

 

 

 

 

 

 

八 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況  

九 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 

十 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更  

十一 部門、要員等からの改善のための提案 

十二 資源の妥当性 

十三 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

 

第１９条（マネジメントレビューに用いる情報） 

 

 

 

１ 第２号に規定する「組織の外部の者の意見」とは、外部監査を受けた場合

には外部監査（安全文化の外部評価を含む。）の結果、地域住民の意見、原子

力規制委員会の意見等を含む。この場合において、外部監査とは、原子力事

業者等が外部の組織又は者から監査、評価等を受けることをいう。 

２ 第３号に規定する「プロセスの運用状況」とは、ＪＩＳＱ９００１の「プ

ロセスのパフォーマンス並びに製品及びサービスの適合」の状況をいい、プ

ロセスの監視測定で得られた結果を含む。 

３ 第４号に規定する「自主検査等」とは、要求事項への適合性を判定するた

めに原子力事業者等が行う合否判定基準のある自主的な検査等をいう。 

 

４ 第６号に規定する「健全な安全文化の育成及び維持の状況」には、内部監

査による安全文化の育成及び維持の状況に係る評価の結果並びに管理者によ

る安全文化の劣化兆候に係る自己評価の結果を含む。 

 

 

 

 

５ 第８号に規定する「不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況」に

は、組織の内外で得られた知見（技術的な進歩により得られたものを含

む。）並びに発生した不適合その他の事象から得られた教訓を含む。 

６ 第１１号に規定する「要員等」とは、要員及び協力企業等の職員をいう。 

７ 第１３号に規定する「保安活動の改善のために講じた措置」には、品質方

針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題に取

り組むことを含む。 
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（マネジメントレビューの結果を受けて行う措置）  

第二十条 原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果として、少なくと

も次に掲げる事項について決定しなければならない。 

一 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善  

二 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善 

三 品質マネジメントシステムの妥当性及び実効性の維持を確保するために

必要な資源 

四 健全な安全文化の育成及び維持の改善 

五 関係法令の遵守に関する改善 

２ 原子力事業者等は、前項のマネジメントレビューの結果の記録を作成し、

これを管理しなければならない。 

３ 原子力事業者等は、第一項で決定した事項について、必要な措置を講じな

ければならない。 

第２０条（マネジメントレビューの結果を受けて行う措置） 

 

 

１ 第１号に規定する「実効性の維持に必要な改善」とは、ＪＩＳＱ９００１

の「継続的改善の一環として取り組まなければならない必要性」を評価し、

又は「改善の機会」を得て実施される組織の業務遂行能力を向上させるため

の活動をいう。 

２ 第４号に規定する「健全な安全文化の育成及び維持の改善」には、安全文

化の劣化兆候が確認された場合における改善策の検討を含む。 

 

 

第四章 資源の管理 

  

（資源の確保）  

第二十一条 原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要

な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならな

い。  

一 要員 

二 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 

三 作業環境 

四 その他必要な資源 

 

第４章 資源の管理 

 

第２１条（資源の確保） 

１ 第１項に規定する「資源を明確に定め」とは、本規程の事項を実施するた

めに必要な資源を特定した上で、組織の内部で保持すべき資源と組織の外部

から調達できる資源とを明確にして定めていることをいう。 

 

 

２ 第１項第３号に規定する「作業環境」には、作業場所の放射線量、温度、

照度及び狭小の程度など作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。 

（要員の力量の確保及び教育訓練）  

第二十二条 原子力事業者等は、業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意

図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力

（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てなければならない。 

２ 原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応

じて、次に掲げる業務を行わなければならない。 

一 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

二 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。  

三 前号の措置の実効性を評価すること。 

四 要員が、自らの個別業務について以下の事項を認識しているようにする

第２２条（要員の力量の確保及び教育訓練） 

１ 第１項に規定する「力量」には、組織が必要とする技術的、人的及び組織

的側面に関する知識を含む。 

 

 

 

 

２ 第２項第２号に規定する「その他の措置」には、必要な力量を有する要員

を新たに配属し、又は雇用することを含む。 
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こと。 

イ 品質目標の達成に向けた自らの貢献 

ロ 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

ハ 原子力の安全に対する当該業務の重要性 

五 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理

すること。 

 

 

 

第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

 

（個別業務に必要なプロセスの計画）  

第二十三条 原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについての計画

（以下「個別業務プロセス計画」という。）を策定するとともに、確立しなけ

ればならない。 

２ 原子力事業者等は、個別業務プロセス計画と当該個別業務に必要なプロセ

ス以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保しなければな

らない。 

３ 原子力事業者等は、個別業務プロセス計画の策定又は変更を行うに当たっ

ては、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。 

一 変更の目的及びそれによって起こり得る結果 

二 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

三 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源 

四 使用前事業者検査等並びに検証、妥当性確認及び監視測定において用い

る個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下「合否判定

基準」という。） 

五 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務

等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

４ 原子力事業者等は、策定した個別業務プロセス計画を、その個別業務の作

業方法に適したものとしなければならない。 

第５章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

 

第２３条（個別業務に必要なプロセスの計画） 

１ 第１項に規定する「計画（以下「個別業務プロセス計画」という。）を策定

する」には、第４条第２項第３号を考慮して計画を策定することを含む。 

 

２ 第２項に規定する「個別業務等要求事項との整合性」には、業務計画を変

更する場合の整合性を含む。 

 

 

 

３ 第３項第１号に規定する「起こり得る結果」には、次の事項を含む。 

・プロセス、組織等の変更（累積的な影響が生じうるプロセス及び組織の

軽微な変更を含む 。） 

・当該変更による安全への影響の程度の分析及び評価 

・当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置 

（個別業務等要求事項として明確にすべき事項）  

第二十四条  原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として

明確に定めなければならない。 

一 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要

な要求事項  

二 関係法令 
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三 前二号に掲げるもののほか、原子力事業者等が必要とする要求事項 

（個別業務等要求事項の審査）  

第二十五条 原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たっ

て、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、前項の審査を実施するに当たっては、次に掲げる事項

を確認しなければならない。 

一 当該機器等又は個別業務に係る個別業務等要求事項が定められているこ

と。 

二 当該機器等又は個別業務に係る業務等要求事項が、あらかじめ定められ

た個別業務等要求事項と相違する場合においては、当該相違点が解明され

ていること。 

三 原子力事業者等が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合す

る能力を有していること。  

３ 原子力事業者等は、第一項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。 

４ 原子力事業者等は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関

連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の

個別業務等要求事項が周知されるようにしなければならない。 

 

（組織の外部の者との情報の伝達等）  

第二十六条 原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の

外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを

実施しなければならない。 

第２６条（組織の外部の者との情報の伝達等）  

１ 第２６条に規定する「実効性のある方法」には、次の事項を含む。 

・利害関係者との効果的に連絡をし、適切に情報を通知する方法 

・予期せぬ事態において利害関係者との時宜を得た効果的な連絡方法 

・安全に関連する必要な情報を利害関係者に確実に提供する方法 

・安全に関連する利害関係者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切

に考慮する方法 

（設計開発計画）  

第二十七条 原子力事業者等は、設計開発（専ら原子力施設において用いるた

めに設計開発されるものに限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）

を策定するとともに、設計開発を管理しなければならない。  

２ 原子力事業者等は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を考慮

しなければならない。 

一 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 

二 設計開発の各段階それぞれにおける適切な審査、検証及び妥当性確認の

方法並びに管理体制 

第２７条（設計開発計画） 

１ 第１項に規定する「設計開発」には、設備、施設、ソフトウェア及び手順

書等に関する設計開発を含む。ただし、手順書等の設計開発については、新

規制定又は大きな変更がある場合であって複数の手順書等に変更が及ぶ場合

に限る。 

２ 第１項に規定する「計画（以下「設計開発計画」という。）を策定する」に

は、不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するための活動（第４条

第２項第３号を考慮して行うものを含む。）を行うことを含む。 
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三 設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限 

四 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

３ 原子力事業者等は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な

割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管

理しなければならない。  

４ 原子力事業者等は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設計

開発の進行に応じ適切に改訂しなければならない。 

（設計開発に用いる情報）  

第二十八条 原子力事業者等は、機器等に係る個別業務等要求事項に関連した

次に掲げる設計開発に用いる情報を明確に定めるとともに、当該情報に係る

記録を作成し、これを管理しなければならない。  

一 機能及び性能に係る要求事項  

二 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用

いる情報として適用可能なもの 

三 関係法令 

四 その他設計開発に必要な要求事項 

２ 原子力事業者等は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価

し、承認しなければならない。 

 

（設計開発の結果に係る情報） 

第二十九条 原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用

いた情報と対比した検証を可能とする形式により保有しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、設計開発からプロセスの次の段階に進むに当たり、あ

らかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認しなければならない。  

３ 原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる条件に適合

するものとしなければならない。 

一 設計開発に係る機器等に係る要求事項に適合するものであること。  

二 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供する

ものであること。 

 三 合否判定基準を含むものであること。 

四 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性を規

定しているものであること。 

第２９条（設計開発の結果に係る情報） 

１ 第１項に規定する「設計開発の結果に係る情報」とは、例えば、機器等の

仕様又はソフトウェアをいう。 

（設計開発レビュー）  

第三十条 原子力事業者等は、設計開発について、その適切な段階において、

設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査（以下
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「設計開発レビュー」という。）を実施しなければならない。  

一 設計開発の結果が要求事項に適合することができるかどうかについて評

価すること。 

二 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必

要な措置を提案すること。 

２ 原子力事業者等は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象と

なっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専

門家を参加させなければならない。  

３ 原子力事業者等は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビ

ューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければ

ならない。 

（設計開発の検証）  

第三十一条 原子力事業者等は、設計開発の結果が当該設計開発に係る機器等

に関する要求事項に適合している状態を確保するために、設計開発計画に従

って検証を実施しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、前項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき

講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。 

３ 原子力事業者等は、当該設計開発を行った者に第一項の検証をさせてはな

らない。 

第３１条（設計開発の検証） 

 

 

 

 

 

１ 第３項に規定する「設計開発を行った者」とは、検証の対象となる設計開

発を行った者（複数の者が行った場合を含む）をいう。 

（設計開発の妥当性確認）  

第三十二条 原子力事業者等は、機器等の機能及び性能に係る要求事項への適

合性を確認するために、当該機器等に係る設計開発計画に従って、当該設計

開発の妥当性確認（以下この条において「設計開発妥当性確認」という。）を

実施しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、機器等を使用するに当たり、あらかじめ、設計開発妥

当性確認を完了しなければならない。 

３ 原子力事業者等は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥

当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなけ

ればならない。 

 

（設計開発の変更の管理）  

第三十三条 原子力事業者等は、設計開発の変更を行った場合においては、当

該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係る

記録を作成し、これを管理しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、設計開発の変更を実施するに当たり、あらかじめ、審
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査、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認しなければならない。  

３ 原子力事業者等は、前項の設計開発の変更の審査において、設計開発の変

更が原子力施設に及ぼす影響の評価（当該原子力施設を構成する材料又は部

品に及ぼす影響の評価を含む。）を行わなければならない。 

４ 原子力事業者等は、第二項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。 

（調達プロセス） 

第三十四条 原子力事業者等は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」

という。）が、自らの規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等

要求事項」という。）に適合するようにしなければならない。 

２ 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び

調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定めなければならない。この

場合において、一般産業用工業品については、評価に必要な情報を供給者か

ら入手し、当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していること

を確認できるように、管理の方法及び程度を定めなければならない。 

３ 原子力事業者等は、調達物品等要求事項に従って調達物品等を供給する能

力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定しなければならない。  

４ 原子力事業者等は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を

定めなければならない。 

５ 原子力事業者等は、第三項の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づ

き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。 

６ 原子力事業者等は、調達物品等を調達する場合には、個別業務プロセス計

画において、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後にお

けるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（保安に係るものに限る。）の取

得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する

事項を含む。）を定めなければならない。 

第３４条（調達プロセス） 
 
 
 
１ 第２項に規定する「管理の方法」とは、調達物品等が調達物品等要求事項

に適合していることを確認する適切な方法（機器単位の検証、調達物品等の
妥当性確認等）をいう。 

２ 第２項に規定する「調達物品等に適用される管理の方法及び程度」には、
力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を
品質マネジメント文書に明確に定めることを含む。 

３ 第２項に規定する「評価に必要な情報を供給者から入手し、当該一般産業用
工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方
法及び程度を定めなければならない」には、例えば、次の場合により原子力事
業者等が当該一般産業用工業品に関する技術的な評価を行うことを含む。 
・採用しようとする一般産業用工業品の技術情報を供給者等から入手し、原
子力事業者等が当該一般産業用工業品の技術的な評価を行うこと。 

・一般産業用工業品を設置しようとする環境等の情報を供給者等に提供し、
供給者に当該一般産業用工業品の技術的な評価を行わせること。 

（調達物品等要求事項） 

第三十五条 原子力事業者等は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達

物品等要求事項のうち、該当するものを含めなければならない。  

一 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項  

二 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 

三 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 

四 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項  

五 健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項  

第３５条（調達物品等要求事項） 

 

 

 

 

 

 

 

- 82 -



17 
 

六 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項 

七 次項に定める要求事項 

八 その他調達物品等に関し必要な事項 

２ 原子力事業者等は、調達物品要求事項として、原子力事業者等が供給者の

工場等で使用前事業者検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会

の職員による当該工場等への立ち入りに関することを含めなければならな

い。 

３ 原子力事業者等は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を

提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当性を確認し

なければならない。  

４ 原子力事業者等は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者

に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出させなけれ

ばならない。 

 

 

 

１ 第２項に規定する「その他の個別業務」とは、例えば、原子力事業者等が

供給者のプロセスの確認及び検証のために、供給者が行う検査への立会いや

記録確認等を行うことをいい、偽造品又は模造品等の対策を含む。 

（調達物品等の検証）  

第三十六条 原子力事業者等は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合して

いるようにするために必要な使用前事業者検査等その他の個別業務を定め、

実施しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、調達物品等の供給者の施設において調達物品等の検証

を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物品等の供給者

からの出荷の可否の決定の方法を前条の調達物品等要求事項の中で明確に定

めなければならない。   

第３６条（調達物品等の検証） 

１ 第１項に規定する「その他の個別業務」とは、例えば、原子力事業者等が

供給者のプロセスの確認及び検証のために、供給者が行う検査への立会いや

記録確認等を行うことをいい、偽造品又は模造品等の対策を含む。 

（個別業務の管理） 

第三十七条 原子力事業者等は、個別業務プロセス計画に基づき、個別業務

を、次に掲げる管理条件のうち該当するものに適合するように実施しなければ

ならない。 

一 保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。 

二 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

三 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

四 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用

していること。 

五 第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。 

六 この規則の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っ

ていること。 

第３７条（個別業務の管理） 

 

 

 

１ 第１号に規定する「保安のために必要な情報」には、次の事項を含む。 

 ・保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性 

 ・当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果 

（個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認）  第３８条（個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認） 
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第三十八条 原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、そ

れ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合

（個別業務が実施された後にのみ不適合が明確になる場合を含む。）において

は、妥当性確認を行わなければならない。  

２ 原子力事業者等は、前項のプロセスが第二十三条第一項の計画に定めた結

果を得ることができることを、妥当性確認によって実証しなければならな

い。  

３ 原子力事業者等は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成

し、これを管理しなければならない。 

４ 原子力事業者等は、第一項の規定により妥当性確認の対象とされたプロセ

スについて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認め

られる事項を除く。）を明確にしなければならない。。 

一 当該プロセスの審査及び承認のための判定基準  

二 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法  

三 妥当性確認の方法  

１ 第１項に規定する「個別業務が実施された後にのみ不適合が明確になる場

合」には、例えば、次の二種類がある。 

・業務の結果が実施プロセスの管理、業務実施者の技量又はその両者に依存

し、それ以降の監視測定では所定の品質を容易に判定できない場合。例え

ば、溶接や非破壊検査等。 

・業務の実施後でなければ不適合が顕在化しない場合。例えば、コンピュー

タシミュレーションの妥当性確認等。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第４項第３号に規定する「妥当性確認の方法」には、個別業務に関する妥

当性確認の方法を変更した場合等において、再度妥当性確認を行うことを含

む。 

（識別管理） 

第三十九条 原子力事業者等は、個別業務に関する計画及び業務の実施に係る

全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を

識別し、管理しなければならない。  

第３９条（識別管理） 

１ 第３９条に規定する「機器等及び個別業務の状態を識別」とは、不注意に

よる誤操作に加え、検査の設定条件の不備又は実施漏れ等を防ぐために、札

の貼付等により機器等及び個別業務の状態を示すことをいう。 

（トレーサビリティの確保） 

第四十条 原子力事業者等は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務

の実施に係る履歴又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要

求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録す

るとともに、当該記録を管理しなければならない。 

 

（組織の外部の者の物品）  

第四十一条 原子力事業者等は、組織の外部の者の物品を所持している場合に

おいては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理しなければならない。 

第４１条（組織の外部の者の物品）  

１ 第４１条に規定する「組織の外部の者の物品」とは、ＪＩＳ Ｑ９００１の

「顧客又は外部提供者の所有物」をいう。 

（調達物品の管理）  

第四十二条 原子力事業者等は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物

品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、

保管及び保護を含む。）しなければならない。 

 

（監視測定のための設備の管理）  第４３条（監視測定のための設備の管理） 
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第四十三条 原子力事業者等は、個別業務等要求事項への適合性の実証に必要

な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確に定めなければならない。 

２ 原子力事業者等は、前項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当

該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施しなければならな

い。 

３ 原子力事業者等は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定

のために必要な設備を、次に掲げる条件に適合するものとしなければならな

い。 

一 あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡す

ることが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合にあっては、校正

又は検証の根拠について記録する方法）により校正又は検証がなされてい

ること。 

二 所要の調整がなされていること。  

三 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。  

四 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 

五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。  

４ 原子力事業者等は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判

明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評価し、これを記

録しなければならない。  

５ 原子力事業者等は、前項の場合において、当該監視測定のための設備及び

前項の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務についての適切な措置

を講じなければならない。  

６ 原子力事業者等は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を

作成し、これを管理しなければならない。  

７ 原子力事業者等は、個別業務等要求事項に係る監視測定においてソフトウ

ェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、

当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを

確認しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第３項第１号に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、第２３条第

１項の規定に基づき定めた計画に基づくものをいう。 

 

第六章 評価及び改善 

（監視測定、分析、評価及び改善）  

第四十四条 原子力事業者等は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセ

スを計画し、実施しなければならない。 

 

２ 前項の監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにしなけれ

第６章 評価及び改善 

第４４条（監視測定、分析、評価及び改善）  

１ 第１項に規定する「監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス」に

は、取り組むべき改善に関係する部門の管理者等の要員を含め、組織が当該

改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。 

２ 第２項に規定する「要員が利用できるようにしなければならない」とは、
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ばならない。 要員が情報を容易に取得し改善活動に用いることができる体制があることを

いう。 

（組織の外部の者からの意見） 

第四十五条 原子力事業者等は、監視測定の一環として、安全の確保に対する

組織の外部の者の意見を把握しなければならない。 

２ 原子力事業者等は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明

確に定めなければならない。 

第４５条（組織の外部の者からの意見） 

１ 第１項に規定する「組織の外部の者の意見を把握」には、例えば、外部監

査結果の把握、地元自治体及び地元住民が保安活動に対し、どのような意見

を持っているか把握するための活動、原子力規制委員会の指摘等がある。 

（内部監査）  

第四十六条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムについて、次に掲

げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あらか

じめ定められた間隔で、客観的な評価を行う部門による内部監査を実施しな

ければならない。 

一 この規則の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 

二 実効性のある実施及び維持 

２ 原子力事業者等は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス

その他の領域（以下単に「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監

査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、内部監査実施計画を策定し、

実施するとともに、その実効性を維持しなければならない。 

３ 原子力事業者等は、前項に規定する内部監査実施計画に、監査基準、監査

範囲、頻度、方法及び責任を定めなければならない。  

４ 原子力事業者等は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の

選定及び内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保しなければな

らない。  

５ 原子力事業者等は、内部監査員又は管理者に自らの業務又は管理下にある

業務に関する内部監査をさせてはならない。  

６ 原子力事業者等は、内部監査実施計画の策定及び実施、内部監査結果の報

告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに内部監査に

係る要求事項を手順書等に定めなければならない。 

７ 原子力事業者等は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する

管理者に内部監査結果を通知しなければならない。 

８ 原子力事業者等は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた管

理者に、不適合を除去するための措置（以下「修正」という。）及び是正処置

を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告

させなければならない。 

第４６条（内部監査） 

１ 第１項に規定する「保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間

隔で、客観的な評価を行う部門による内部監査を実施」するにあたり、影響

度低施設においては、監査対象として選定された領域に直接関与していない

者又は組織の外部の要員に実施させることができる。 

２ 第１項に規定する「あらかじめ定められた間隔」とは、第２３条第１項の

規定に基づき定めた計画に基づくものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第６項に規定する「権限」には、必要に応じ、内部監査員又は内部監査を

実施した部門が内部監査結果を経営責任者に直接報告する権限を含む。 
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（プロセスの監視測定） 

第四十七条 原子力事業者等は、プロセスの監視測定を行う場合においては、

当該プロセスの監視測定に見合う監視測定の方法を適用しなければならな

い。 

２ 原子力事業者等は、前項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に

応じて、第四条第四項第三号に掲げる安全実績指標を用いなければならな

い。 

３ 原子力事業者等は、第一項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善の

ために、必要な措置を講じなければならない。 

４ 原子力事業者等は、第一項の監視測定の方法により、プロセスが第十四条

第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができることを

実証しなければならない。  

５ 原子力事業者等は、第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた

結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれが

ある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当

該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な処置を講じなければな

らない。 

第４７条（プロセスの監視測定） 

１ 第１項に規定する「監視測定」の対象には、機器等及び保安活動に係る不

適合、劣化の兆候等に関する情報を含む。 

２ 第１項に規定する「監視測定の方法」には、次の事項を含む。 

 ・監視測定の実施時期 

 ・監視測定の結果の分析及び評価の方法並びに時期 

（機器等の検査等） 

第四十八条 原子力事業者等は、機器等に係る要求事項への適合性を検証する

ために、個別業務プロセス計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの

適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施しなければ

ならない。 

２ 原子力事業者等は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録

等を作成し、これを管理しなければならない。 

３ 原子力事業者等は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った者を特

定することができる記録を作成し、これを管理しなければならない。  

４ 原子力事業者等は、個別業務プロセス計画に基づく使用前事業者検査等又

は自主検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの

承認をしてはならない。ただし、当該承認の権限を持つ者が、個別業務プロ

セス計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りではない。 

５ 原子力事業者等は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等を、

その対象となる機器等を使用する者又は個別業務を行う者と部門を異にする

者とすることその他の方法により、当該使用前事業者検査等を行う者の組織

的かつ技術的な独立性を確保しなければならない。 

第４８条（機器等の検査等） 

１ 第１項、第２項及び第４項に規定する「自主検査等」とは、要求事項への

適合性を判定するために原子力事業者等が行う合否判定基準のある自主的な

検査等をいう。 

 

２ 第２項に規定する「検査の結果に係る記録等」には、必要に応じ、検査に

使用した試験体等に関する記録を含む。 
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６ 前項の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部門を

異にする者」とあるのは、「必要に応じて部門を異にする者」と読み替えるも

のとする。 

（不適合の管理）  

第四十九条 原子力事業者等は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使

用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業

務を特定し、これを管理しなければならない。  

２ 原子力事業者等は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及

び権限を手順書等に定めなければならない。 

３ 原子力事業者等は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理しな

ければならない。  

一 修正を行うこと。  

二 発生した不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安

全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施につい

ての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

三 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講

ずること。  

四 機器等の使用又は個別業務の実施後に発生した不適合については、その

不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 

４ 原子力事業者等は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措

置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理しなければならな

い。  

５ 原子力事業者等は、修正を行った場合においては、個別業務等要求事項へ

の適合性を実証するための検証を行わなければならない。 

第４９条（不適合の管理） 

１ 第１項に規定する「当該機器等又は個別業務を特定し、これが管理されて

いるようにしなければならない」とは、不適合が確認された機器等又は個別

業務が識別され、発生した不適合が全て管理されていることをいう。 

２ 第２項に規定する「不適合の処理に係る管理」には、発生した不適合を関

連する管理者に報告することを含む。 

 

 

３ 第３項第１号及び第５項に規定する「修正」とは、不適合を除去するため

の措置をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（データの分析及び評価）  

第五十条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるもの

であることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の

改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結果から得られ

たデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集

し、及び分析しなければならない。  

２ 原子力事業者等は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次

に掲げる事項に係る情報を得なければならない。 

一 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知

見 

第５０条（データの分析及び評価）  

１ 第１項に規定する「品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を

評価」には、全てのプロセスにおいて原子力の安全を確実なものとするた

め、それぞれのプロセスの実効性及び実施状況の分析から当該品質マネジメ

ントシステムの改善の必要性について評価することを含む。 
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二 個別業務等要求事項への適合性  

三 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを

含む。） 

四 調達物品等の供給者の供給能力 

 

２ 第２項第３号に規定する「是正処置を行う端緒」とは、適宜データの分析

を行い、不適合に至らない状況ではあるが、その分析結果から是正処置の必

要性について検討する機会をいう。 

（継続的改善） 

第五十一条 原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を

行うために、その品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び

内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評

価を通じて、変更が必要な事項を明確にするとともに、当該変更の実施その

他の措置を講じなければならない。 

第５１条（継続的改善） 

１ 第５１条に規定する「品質マネジメントシステムの継続的な改善」とは、

品質マネジメントシステムの実効性を向上させるための継続的な活動をい

う。 

（是正処置等） 

第五十二条 原子力事業者等は、発生した不適合その他の事象が原子力の安全

に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置

を講じなければならない。 
一 是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を行うこ

と。 

イ 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

ロ 類似の不適合その他の事象の有無又は当該不適合その他の事象が発生

する可能性の明確化 

二 必要な是正措置を明確にし、実施すること。 

三 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。 

 

 

四 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置

を変更すること。 

五 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。 

六 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して根本的な原因

を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。 

七 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成すること。 

２ 原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなけ

ればならない。 

３ 原子力事業者等は、第五十条第二項第三号に規定する事項に係る情報につ

いて、手順書等に基づき分析を行い、発生した不適合その他の事象に共通す

る原因を明確にした上で、適切な処置を講じなければならない。 

第５２条（是正処置等） 

 

 

 

 

 

１ 第１項第１号イに規定する「不適合その他の事象の分析」には、次の事項

を含む。 

・情報の収集及び整理 

・技術的、人的及び組織的側面等の考慮 

２ 第１項第１号イに規定する「原因の明確化」には、必要に応じて、日常の

業務プロセスについてのマネジメントや安全文化との関係を整理することを

含む。 

３ 第１項第４号に規定する「保安活動の改善のために講じた措置」には、品

質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の課題を明確にし、当該課題

に取り組むことを含む。 

４ 第１項第６号に規定する「原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適

合」には、単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度は小さいが、同

様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度

が増大するおそれのあるものを含む。 

 

５ 第３項に規定する「情報について手順書等に基づいて分析を行い、発生し

た不適合その他の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な処置を講じ

なければならない」とは、第５２条第１項の規定のうち必要なものについて
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実施することをいう。 

（外部の知見を利用した未然防止処置） 

第五十三条 原子力事業者等は、他の原子力施設の運転経験等の知見を収集

し、自らの組織で起こり得る問題の重要性に応じて、次に掲げるところによ

り、適切な未然防止措置を講じなければならない。 

一 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 

二 未然防止処置を講ずる必要性について評価 すること。 

三 必要な未然防止処置について明確にし、実施すること。  

四 第一号の調査の結果基づき講じた未然防止処置の結果の記録を作成す

ること。 

五 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 

２ 原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなけ

ればならない。 

第５３条（外部の知見を利用した未然防止処置） 

１ 第１項に規定する「自らの組織で起こり得る問題」には、他の原子力施設

で発生した事象が自らの施設で起こる可能性について分析を行い、特定した

問題を含む。 

 

第七章 使用施設等 

 

（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質

管理に必要な体制） 

第五十四条 使用者（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に

限る。）は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 

一 個別業務に関する計画、実施、評価及び継続的な改善を行うこと。 

二 原子力の安全の確保を重視する精神を持ち、原子力の安全がそれ以外の

事項によって損なわれないようにすること。 

 第７章 使用施設等 

 

第５４条（令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係

る品質管理に必要な体制） 

 

 

 

 

１ 第２号に規定する「原子力の安全がそれ以外の事項によって損なわれな

い」とは、例えば、コストや工期等によって原子力の安全が損なわれないこ

とをいう。 
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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第一段階）

に対する意見募集について（政令及び規則） 

 

令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会  

 

平成29年４月14日に公布された原子力利用における安全対策の強化のための

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法

律（平成29年法律第15号。以下「改正法」という。）第３条では、主に以下の事

項に関する規定を整備し、公布の日から起算して３年を超えない範囲内におい

て政令で定める日に施行することとしています。 

 

○原子力事業者等に対する検査制度の見直し（事業者検査及び原子力規制検

査の創設等） 

○品質管理に係る要求の拡大等の施設の安全性向上に資する措置 

 

また、原子力規制検査等の創設等を踏まえ、令和元年５月29日第10回原子力

規制委員会において東京電力福島第一原子力発電所における規制の見直しの方

向性について検討され、関係政令の改正を行うこととしています。 

 

これを受け、令和元年７月31日第20回原子力規制委員会において、改正法第

３条の施行に向け、その施行日を令和２年４月１日とする政令を制定すること

を念頭に、検査手数料の設定など法施行に必要となる政令の改正案の概要及び

原子力規制検査等に関する規則案について行政手続法に基づく意見募集を実施

することとなりました。 

 

つきましては、下記の要領にて別添の案について、広く国民の皆様の意見を募集

いたします。 

 

標記、「新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第

一段階）（政令及び規則）」に対する意見がありましたら、以下の要領にて提出してく

ださい。 

 

記 

 

意見募集案件 

 

意見の提出に当たっては、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲

載されている以下を参照してください。 

 

 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等に関する政令案（概要） 

 原子力規制検査等に関する規則案 
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参考資料 

 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第一段

階）及び意見募集の実施等について（令和元年度第 20 回原子力規制委員会

資料６） 

 

 

意見提出方法 

意見は理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

なお、提出していただく意見は、必ず意見の対象を該当箇所がわかるように明

記して提出してください。 

 

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 

「パブリックコメント：意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへの

ボタンをクリックし、「パブリックコメント：意見提出フォーム」より提出して

ください。 

 

(2) 郵送・ＦＡＸで意見を提出する場合 

 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲載されている「意見提出様

式」をダウンロードし、「意見送付の宛先」まで送付してください。 

 

    

意見送付の宛先 

 

 住 所：〒１０６－８４５０ 

     東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル 

     原子力規制庁原子力規制部検査グループ検査監督総括課 

意見募集担当 宛て 

 ＦＡＸ：０３－５１１４－２１４２ 

 

 

意見提出上の注意 

 

(1) 提出いただく意見等につきましては、日本語に限ります。 

また、個人の場合は住所、氏名、職業及び連絡先を、法人の場合は法人名、

所在地、担当者氏名、所属及び連絡先をそれぞれ記載してください。 

 

(2) いただいた意見については、意見募集期間終了後、個人情報等を記載する欄を

除き、原則として公表させていただきます。（意見自体は原則として全て公表しま

すので、意見中には個人情報等の公開に適さない情報を記載なさらないようお

願いいたします。） 

なお、いただいた意見に個々に回答はいたしかねますので、御了承願います。 

 

（3） 氏名・連絡先等の個人情報については、いただいた意見の内容に不明な点が
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あった場合などの問い合わせをさせていただくため、記入いただくものです。記入

いただいた情報は、今回の意見募集以外の用途には使用いたしません。 

なお、いただいた意見が下記に該当する場合は、意見の一部を伏せること、

又は意見として取り扱わないことがあります。 

 ・意見が「新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の

整備（第一段階）（政令及び規則）」と無関係な場合 

 ・意見の中に、特定の個人を識別することができる情報がある場合 

 ・特定の個人・法人の財産権等を害するおそれがある場合 

 ・特定の個人・法人の誹謗中傷に該当する場合 

 ・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合 

 ・入力された情報が虚偽であると判明した場合 

 

 

意見提出期間 

  令和元年８月１日（木）から８月 30 日（金）まで 

 

（問合せ先）  

原子力規制庁 

原子力規制部検査グループ検査監督総括課 

担当：古作、岡、呉屋 

電話：０３－５１１４－２１２２（代表） 
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新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第一段階）

に対する意見募集について（実施要領） 

 

令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会  

 

平成29年４月14日に公布された原子力利用における安全対策の強化のための

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法

律（平成29年法律第15号。以下「改正法」という。）第３条では、主に以下の事

項に関する規定を整備し、公布の日から起算して３年を超えない範囲内におい

て政令で定める日に施行することとしています。 

 

○原子力事業者等に対する検査制度の見直し（事業者検査及び原子力規制検

査の創設等） 

○品質管理に係る要求の拡大等の施設の安全性向上に資する措置 

 

また、原子力規制検査等の創設等を踏まえ、令和元年５月29日第10回原子力

規制委員会において東京電力福島第一原子力発電所における規制の見直しの方

向性について検討され、関係政令の改正を行うこととしています。 

 

これを受け、令和元年７月31日第20回原子力規制委員会において、改正法第

３条の施行に向け、その施行日を令和２年４月１日とする政令を制定すること

を念頭に、これまでの試運用等を踏まえた原子力規制検査等実施要領の案につ

いて任意の意見募集を実施することとなりました。 

 

つきましては、下記の要領にて別添の案について、広く国民の皆様の意見を募集

いたします。 

 

標記、「新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第

一段階）（実施要領）」に対する意見がありましたら、以下の要領にて提出してくださ

い。 

 

記 

 

意見募集案件 

 

意見の提出に当たっては、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲

載されている以下を参照してください。 

 

 原子力規制検査等実施要領案 
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参考資料 

 新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の整備（第一段

階）及び意見募集の実施等について（令和元年度第 20 回原子力規制委員会

資料６） 

 

 

意見提出方法 

意見は理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。 

なお、提出していただく意見は、必ず意見の対象を該当箇所がわかるように明

記して提出してください。 

 

(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合 

「パブリックコメント：意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへの

ボタンをクリックし、「パブリックコメント：意見提出フォーム」より提出して

ください。 

 

(2) 郵送・ＦＡＸで意見を提出する場合 

 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームに掲載されている「意見提出様

式」をダウンロードし、「意見送付の宛先」まで送付してください。 

 

    

意見送付の宛先 

 

 住 所：〒１０６－８４５０ 

     東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル 

     原子力規制庁原子力規制部検査グループ検査監督総括課 

意見募集担当 宛て 

 ＦＡＸ：０３－５１１４－２１４２ 

 

 

意見提出上の注意 

 

(1) 提出いただく意見等につきましては、日本語に限ります。 

また、個人の場合は住所、氏名、職業及び連絡先を、法人の場合は法人名、

所在地、担当者氏名、所属及び連絡先をそれぞれ記載してください。 

 

(2) いただいた意見については、意見募集期間終了後、個人情報等を記載する欄を

除き、原則として公表させていただきます。（意見自体は原則として全て公表しま

すので、意見中には個人情報等の公開に適さない情報を記載なさらないようお

願いいたします。） 

なお、いただいた意見に個々に回答はいたしかねますので、御了承願います。 

 

（3） 氏名・連絡先等の個人情報については、いただいた意見の内容に不明な点が
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あった場合などの問い合わせをさせていただくため、記入いただくものです。記入

いただいた情報は、今回の意見募集以外の用途には使用いたしません。 

なお、いただいた意見が下記に該当する場合は、意見の一部を伏せること、

又は意見として取り扱わないことがあります。 

 ・意見が「新たな検査制度（原子力規制検査）の実施に向けた法令類の

整備（第一段階）（実施要領）」と無関係な場合 

 ・意見の中に、特定の個人を識別することができる情報がある場合 

 ・特定の個人・法人の財産権等を害するおそれがある場合 

 ・特定の個人・法人の誹謗中傷に該当する場合 

 ・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合 

 ・入力された情報が虚偽であると判明した場合 

 

 

意見提出期間 

  令和元年８月１日（木）から８月 30 日（金）まで 

 

（問合せ先）  

原子力規制庁 

原子力規制部検査グループ検査監督総括課 

担当：古作、岡、呉屋 

電話：０３－５１１４－２１２２（代表） 
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